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第１回定例会議事日程（第２号） 

 

第１ 一般質問 

  原口政敏君 

   １．通学路の安全対策について 

    （１）死亡事故があった国道270号払山横断歩道に信号機を設置できないか伺う。 

    （２）通学路の再検証が必要ではないか伺う。 

    （３）小学校低学年の横断歩道の実習指導について伺う。 

   ２．道徳教育について 

    （１）人の命を大切にする教育について伺う。 

    （２）正確な歴史教育のあり方について伺う。（尖閣諸島・竹島） 

   ３．市来漁港外港の浚渫について 

     漁船が通行出来ない状況である。対策を伺う。 

   ４．大里川の大規模改修について 

     住民の意見を最大限尊重した工事は出来ないか伺う。 

   ５．子供の生活支援について 

     生活困窮者の子供に対する支援対策について伺う。 

   ６．介護保険制度について 

     特別養護老人ホームは、現在は要介護１、２から入所する資格があるが、これからは

要介護３以上に限定される。入所出来なくなる要介護１、２の方々への対応について伺

う。 

  西中間義德君 

   １．地方創生について 

    （１）地方創生を推進する組織・人材について、どのように考えているか伺う。 

    （２）周辺市との連携について伺う。 

    （３）市内への転入促進について、どのように考えているか伺う。 

    （４）プレミアム商品券の発行と規模について伺う。 

   ２．認知症対策について 

    （１）認知症患者の行方不明の現状について伺う。 

    （２）在宅医療、在宅介護を進める中で、認知症患者を支える地域ボランティアについ

て伺う。 

    （３）在宅医療、在宅介護の24時間体制について伺う。 

   ３．通学路の安全対策について 

     通学路の安全点検の課題についてどのように取り組んだか伺う。 

   ４．ＩＣＴ教育について 

    （１）電子黒板の活用について伺う。 

    （２）タブレット端末を利用した授業をする考えはないか伺う。 

  濵田 尚君 
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   １．交通安全対策について 

    （１）平成24年に通学路の安全点検が実施された。その結果を受けてのこれまでの対応

や今後の対策について伺う。 

    （２）交通事故撲滅に向けての活動や取り組み等、行政としてどのように進めていくか

伺う。 

   ２．街路樹及び公共施設等の樹木の管理について 

    （１）街路樹は植栽されてから大きく成長している。定期的な管理や必要性について検

討すべきではないか伺う。 

    （２）公共施設や学校などの樹木の管理は十分か伺う。 

  東 育代君 

   １．共生協働のまちづくり推進事業について 

    （１）地域の敬老祝金交付金について伺う。 

    （２）行政嘱託員制度について伺う。 

    （３）地区担当職員制度について伺う。 

    （４）地区まちづくり協議会非常勤職員設置について伺う。 

    （５）交流センターの設置状況について伺う。 

   ２．海浜児童センターの周辺整備について 

    （１）海浜児童センターの利用状況について伺う。 

    （２）老朽化している海浜児童センターについて、どのように考えるか。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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本会議第２号（３月４日）（水曜） 

 

 出席議員  １８名 

     １番  松 崎 幹 夫 君      １０番  濵 田   尚 君 

     ２番  田 中 和 矢 君      １１番  西別府   治 君 

     ３番  福 田 道 代 君      １２番  中 里 純 人 君 

     ４番  平 石 耕 二 君      １３番  竹之内   勉 君 

     ５番  西中間 義 德 君      １４番  寺 師 和 男 君 

     ６番  大六野 一 美 君      １５番  原 口 政 敏 君 

     ７番  中 村 敏 彦 君      １６番  宇 都 耕 平 君 

     ８番  楮 山 四 夫 君      １７番  福 田 清 宏 君 

     ９番  東   育 代 君      １８番  下迫田 良 信 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 欠席議員  なし 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局       長  木 下 琢 治 君   主       査  石 元 謙 吾 君 

補       佐  岡 田 錦 也 君   主       査  岩 下 敬 史 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 説明のため出席した者の職氏名 

市       長  田 畑 誠 一 君   消 防 長  深 山 龍 朗 君 

副   市   長  石 田 信 一 君   健 康 増 進 課 長  所 﨑 重 夫 君 

教 育 長  有 村   孝 君   土 木 課 長  平 石 英 明 君 

総 務 課 長  中 屋 謙 治 君   水 産 商 工 課 長  平 川 秀 孝 君 

政 策 課 長  田 中 和 幸 君   福 祉 課 長  東   浩 二 君 

財 政 課 長  満 薗 健士郎 君   まちづくり防災課長  久木野 親 志 君 

教 委 総 務 課 長  臼 井 喜 宣 君   学 校 教 育 課 長  有 馬 勝 広 君 

市 来 支 所 長  逆瀬川   正 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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平成27年３月４日午前10時00分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（下迫田良信君） これから、本日の会議を

開きます。 

────────────── 

   △日程第１ 一般質問 

○議長（下迫田良信君） 日程第１、一般質問を行

います。 

 これより、通告順により順次質問を許します。 

 原口政敏議員。 

   ［15番原口政敏君登壇］ 

○15番（原口政敏君） 皆さん、おはようございま

す。 

 私は自由民主党を代表しまして、通告に基づき順

次質問を市長と教育長にお伺いをいたします。 

 最初に、横断歩道で亡くなった方の質問をするわ

けでございますが、浜田葵君が亡くなってございま

す。皆様方にお願いでございますが、葵君の御冥福

をお祈りするため黙禱をしていただけませんでしょ

うか。よろしいでしょうか。 

○議長（下迫田良信君） ただいま原口議員より黙

禱の要請がございました。２月12日、事故に対して

お亡くなりになりました方に哀悼の意を表して黙禱

をささげたいと存じます。 

 御起立を願います。 

   ［全員起立］ 

○議長（下迫田良信君） 黙禱。 

 黙禱を終わります。 

○15番（原口政敏君） 大変ありがとうございまし

た。 

 我が日本は、第二次大戦により日本全土が焦土と

化したわけでございます。国敗れて山河ありという

状態から、私たちの先人たちのたゆまぬ努力により

今の経済大国がございます。 

 しかしながら、振り返りますと、私たちの小学校

時代は、車はおろかバイクもなかったわけでござい

ます。したがいまして、交通事故はなく死亡者もな

かったと考えております。 

 東京オリンピックをはじめ、田中角栄の日本列島

改造論により所得が倍増をしたわけでございます。

ここに市の職員の皆さんもいらっしゃいますが、給

料が倍になってございます。 

 それから順次車が増えまして、今や一家に２台、

３台というのが常識でございます。夜の来ない日は

ないわけでございますが、交通事故のない日はない

というほど日本全国で多発をし、尊い命が失われて

おります。 

 大変悲しいことでございますが、我がまちにおき

ましても、２月12日７時20分に、270号線の、私の

会社の近くでございますが、払山の横断歩道にて小

学校１年の前途有望ある二人の男子が巻き添えにな

ったわけでございます。 

 一人の浜田葵君が亡くなり、一人がいまだに入院

をしているのが現状でございます。 

 亡くなった葵君に対しまして、心から安らかにお

眠りいただくことを願うわけでございます。また、

入院をしてる子供に対しましても、一日も早い回復

を祈るわけでございます。 

 あの270号線の横断歩道は、どうしても横断歩道

を渡らないと学校には行けないという地理的に大変

難しい問題がございます。本来ならば、横断しない

ほうがいいわけでございますが、どうしてもこの歩

道を横断しなければ学校には通学できないという悪

循環があるわけでございます。 

 市長はこの事故に対しましてどのように考え、ま

た、信号機設置をどのように考えられるのか伺う所

存でございます。 

 一般質問は元来、議員各位と市長との政策論争で

ございますが、私はあえて、今回は議員が一体とな

り、市長をはじめ全職員が一丸となり、関係機関が

真剣にこのことを審議され、二度と我がまちから子

供がこういう災害に遭わないことを慎重審議されま

すことを心からお願いを申し上げまして、１回目の

質問を終わります。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） おはようございます。原口

政敏議員の御質問にお答えをいたします。 

 去る２月12日の朝、通学中の児童の尊い命が失わ



 
- 21 - 

れました。私どもも三役お伺いをさせていただきま

したが、静かに眠る葵君の顔の表情、余りに痛まし

く、さぞ残念無念であったであろうと思うことであ

りました。犠牲となられた葵君の御冥福を心からお

祈りするばかりであります。また、入院中の児童の

一日も早い回復を皆さんとともにお祈りをいたした

いと思います。 

 今般、この事故を受け、去る２月27日に、いちき

串木野警察署による現場診断が行われ、この現場診

断には地元の公民館長さんをはじめ、市来小学校、

市来中学校、ＰＴＡ、交通安全協会、鹿児島県警察

本部など関係者の方々が参加をされ、私どもも参加

をさせていただきました。 

 現場診断の後には検討会が開かれ、その中で、事

故現場は通学通勤の時間帯は交通量が非常に多いと

いうことで、これまでも信号設置の要望があったと

ころだということが訴えられました。改めて、信号

機設置について強い要望が出されたところでありま

す。 

 私は警察のほうに申し上げましたけれども、交通

量が多い、人家が密集してる、交差点が危険だ、あ

るいは見通しが悪い、そういったことが多分に信号

機設置の優先順位になるんではなかろうかと思って

おります。しかし、大事なことは、事故発生率をそ

れに加えるべきだということを訴えました。と申し

ますのは、原口議員御承知のとおり、これまであの

路線わずか１キロ足らずの間に、32年間ですか、そ

の間に児童が３名亡くなっております。この事故発

生率を一番最初に考えるべきだということをお訴え

をいたしました。 

 鹿児島県警察本部としては、県公安委員会に信号

設置を要望していくために調査検討をすることとの

ことでありましたので、今後さらに市民の皆さん、

議会の皆さん、学校、交通安全関係の皆さん、一体

となって、さらに信号機設置に向けての、一日も早

い設置がなされるように強く要望をしてまいります。 

○15番（原口政敏君） 市長の前向きな答弁でござ

いました。葵君と名前を出しましたが、御遺族の許

可をいただいておりますので、皆様も御理解くださ

いと、御了解いただきたいと思います。実は私は、

その日もすぐ病院に行きました。今死んだというこ

とを聞きまして、その現場で葵君のおばあさんが私

にこんなことを言われました。「原口さん、もう葵

の二の舞はしたくないから信号機をつくってくださ

い」と言われましたね。今思い出しますよ。かわい

い子だった。僕は会社に７時に行くんですよ。そう

すると、彼ら二人が７時15分に通るんですよ、会社

を。そして、僕の会社にあんな時計があるんですよ

ね。それで、時計をのぞいて、遅刻しないか二人で

のぞいて、事業所の前まで来て、ほとんど毎日行き

よったんですよ。胸にさわってますね。かわいそう

でしようがない。 

 なぜこんな事故が起きたんだろうか。私は昨年も

教育長に質問しましたね。通学路を徹底的に検証し

なさいと言うたんですよね。市長が信号機は前向き

に検討されますので、市長の答弁はいいでしょう。

一日も早い設置を市民が望んでるんだから、横断歩

道の信号機設置がどうなのか地域住民の意見を聞き

ながら進めていただきたいと、市長が前向きに、市

長も涙しながら答弁をされましたので、市長の答弁

はよろしいです。今から先は教育長にお伺いしたい。

私は、昨年でした。教育長に、日本で多発してるか

ら、学生の子供たちの通学路の検証をしなさいと言

いましたよね。覚えとるでしょう。言うたんですよ、

僕は一般質問で。どんな検証をされましたか。 

○教育長（有村 孝君） 今回、本当に重大な交通

事故が起きまして申しわけないという思いもします

が、葵君の御冥福をお祈りしたいと思います。そし

てまた、今けがで入院しています中川君の一日も早

い御回復を心から念願しているところでございます。 

 今回の重大事故を教訓としまして、今後さらに安

全指導、そして環境整備という点につきまして、強

力に、徹底的に取り組んでまいりたいと思っており

ます。 

 今お尋ねのありました昨年からの取り組みでござ

いますけれども、１月22日に通学路安全推進会議と

いうのを立ち上げました。これは平成24年度に、議

員御承知のとおり、８月だったですか、全国的にこ

ういう児童の通学路、あるいは登下校中の交通事故

が多発いたしまして、全国的に見直しなさいという
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ことで、市内全ての小学校から危険箇所として報告

された57カ所について、24年度です、学校ＰＴＡ、

公民館関係者、道路管理者、警察等の関係機関が合

同点検を３日間にわたって実施しております。翌月

の９月27日には関係機関が一堂に会して合同対策会

議を開きまして、歩道のカラーゾーン、カラーリン

グ、それから路面表示、ガードパイプの設置、そし

てゾーン30の指定、取り締まりの強化、安全指導の

徹底など、各機関が対応可能な対策の検討を行って

実施してきております。それ以降、関係機関と連携

を図りながら安全対策の進捗状況を確認して、現在

までに44カ所が完了をしております。そして、残り

13カ所、まだ未完了の部分がございますので、それ

を随時関係機関と打ち合わせをしながら進めている

ところでございます。 

 １月22日には、昨年の12月に各小学校長から出さ

れました、今一番危険な箇所、通学の、そこを１カ

所ずつ出していただきまして、推進会議を立ち上げ

たところでございます。この推進会議は毎年開いて

いくということで考えておりまして、今回は、来年

のスケジュールも１月22日の推進会議で検討しまし

て、９月に開催したいと。そして４月、５月にはさ

らに新年度、新しい通学路といいましょうか、危険

箇所を挙げていただいて、まだ未完了のを含めて挙

げていただいて、そして７月、８月に合同点検をし

よう、そして９月に検討会議、推進会議と、そうい

うスケジュールまで１月22日に話し合ったやさきで

ございました。 

 先ほどございましたけれども、この270号線沿い

の、今まで危険箇所として学校長をはじめ地域から

出された箇所は２カ所ございます。 

 市来中学校の変則四差路といいましょうか、グラ

ウンド前のところですね。危険であると。交通量も

多いし登下校時は非常に危険だという。曲がってい

るということ。 

 それからもう１カ所は、戸崎の入り口といいまし

ょうか、旧田崎スタンドがありました、あそこの横

断歩道を移動してくれないかと。そして７、８月の

現場診断のときに信号機設置の要望も現場で出たよ

うでございますが、そのときには設置されないとい

う返答がありまして、このままずっと来ておったと

いう状況でございます。 

 今、議員からもございましたように、１月に対策

を、来年度のスケジュールは立てたんですけれども、

これを前倒しをして、さらにやっていきたいなと思

っております。 

 以上でございます。 

○15番（原口政敏君） 教育長、昨年、私は一般質

問したんですよね。通学路の検証をしなさいと。交

通事故は日本国中に多発してるからということでお

尋ねいたしましたが、この死亡事故があった場所を

話し合われましたか。払山の横断歩道ですよね。死

亡事故があったそこも、話し合われた経緯がありま

すか。どうですか。 

○教育長（有村 孝君） この現場につきましては、

私の記憶するところでは、話し合いはありませんで

した。危険箇所としての話題はですね。ただ、地域

の皆さん方は日ごろ危険だと。この前の現場診断の

ときも口々に言っていらっしゃいましたので、ああ

そうだったんだなということで意識しております。 

○議長（下迫田良信君） 傍聴の方々に申し上げま

す。携帯電話の取り扱いは十分に気をつけていただ

きたいと思います。 

○15番（原口政敏君） 教育長ね、この事故があっ

たところは危険視されてるんですよ。住民がみんな

危ないと言われてたんですよね。ここを交通安全協

会だけで処理されたのではないですか。 

 私はね、やっぱりこの問題は、もちろん交通安全

協会もでしょうけれども、地域住民を含めたり、学

校の先生を呼んだりですね。一番知ってらっしゃる

のは地域住民なんですよ、教育長。だから、そうい

う多方面から集めていただいて検証をするというの

が必要じゃなかったかと私は思うんですよね。昨年

私はしたんですよ。日本全国で通学路の事故が多発

で尊い人命が失われとるからしなさいと。覚えてお

られますよね。にもかかわらず事故が起きた。これ

は単なるね、まあ事故というと事故なんですけれど

も、私は人為的ミスもあると思う。以前はね、教育

長、申しわけないけれども、よくこの横断歩道に立

っていらっしゃいましたよ。最近見なくなった。旧



 
- 23 - 

市来町時代のことを申し上げますと恐縮ですが、市

民、そのときは町民ですね、町でしたから。町民一

丸となって、みんな交代で、市会議員もでした、消

防団もでした、毎日横断歩道に立ちよったんですよ。

最近それがない。ないんですよ。最近、特になかっ

た。僕は思うとった。それはね、あんただけの責任

じゃないんだけどね、あなたにも責任の一端があり

ますよ。だから、徹底して、なぜこうしなかったの

かと僕は悔しくてならん。 

 葵君の亡くなったことに関しまして、強い、僕は

失望感を持っております。何とか防げんかったんだ

ろうかと。これは後の祭りですけどね、教育長。や

っぱりしかるべき処置をしてほしかったと思ってま

す。これ以上は申し上げませんけれども、徹底した

検証をされて、二度と再び、学校の子供たちが犠牲

になるようなことはしないという強い決意で、教育

長、取り組まれることを、どうですかね、取り組ま

れてほしいと思っておりますけれども。 

○教育長（有村 孝君） 今回の事故を受けまして、

その日の午後すぐ、臨時校長会を招集いたしまして、

各校区の危険箇所を再度検証すると。それともう一

つは安全指導を徹底する。特にその中で、通学路の

再検証をするに当たっては、道路横断箇所の立哨指

導の必要な場所、立哨指導の不足しているところを

挙げて、そして不足している場合は、早急にＰＴＡ

をはじめ地域の協力をいただきながら万全を期すよ

うに指示をしております。 

 今の段階で立哨指導を増やしましたという報告も

ございまして、再度、再検証した結果、何名とは申

し上げませんけれども、それぞれの学校で立哨指導

をＰＴＡをはじめ地域の皆さん方の協力を得ながら

始めましたというところもございます。また、今後

は、今までに増して絶対にこういう事故を起こさな

いということで、これまでの対策をやっぱり私ども

ももちろん再検証して、今、議員のお説のとおりで

す、児童生徒の交通事故防止に向けた通学路の安全

対策に徹底して取り組んでまいりたいと思っており

ます。 

 なお、さきに開かれました２月27日の現場診断に

ついても、私のほうからも信号機の設置、やっぱり

ドライバーに注意を喚起するということ、それから

もう一つ、やっぱり子供たち自身にも自分の命は自

分で守るんだ、車は急にとまらない、とまってくれ

ないかもしれないと、そういう意識を含めた交通安

全指導を徹底させていくと。学校では年間必ず交通

教室というのを開くようになっております、警察や

ら交通安全協会の協力をいただきながらですね。そ

して学校では、実際道路の横断歩道に出て右を見て、

左を見て、また右を見て、そして手を挙げて渡りま

しょうと、こういう指導、左右の安全確認というの

を徹底していく指導を、この前指示しましたけれど

も、今後も繰り返し繰り返しやっぱり指導していく

必要があるんではなかろうかなと。特に小学校の低

学年あたりはですね、幼稚園もそうですけれども、

考えているところでございます。 

 この重大な死亡事故を教訓にして、二度とこのよ

うなことがないように、ハード面の整備もしっかり、

そして市道を含めるソフト面もということで、両面

から子供たちの通学路の安全確保に努めてまいりた

いと思っているところでございます。 

○15番（原口政敏君） 教育長、市内全域にいっぱ

い危ないところがあると思うんですよ。情報も来て

おりますからね。通学路の側溝にふたがなくて、近

くの方が鉄板でしてると。その鉄板上で子供が跳び

はねて遊んでると。そういうところもあるんですよ

ね。後で来てください、場所を教えますから。 

 だから、今回はね、教育長、徹底した、やっぱり

検証をされなきゃいけない。都市計画もしておりま

すけれども。そういうところもやっぱり信号機のこ

とも考えんといかん。旧市来町のことを言うて申し

わけありませんが、あの小中学校の裏にバイパス道

路ができておりますね、先生。あれは32年前に小学

校５年生の、うちの公民館でしたが、男の子が亡く

なったんですよ。交通事故で。それを踏まえて、学

校の前を通らないような道路をつくろうというので、

あの道路ができたんですよね。人命を尊重する道路。

そのとき私も役員でしたけどね、厳しい電話が来ま

したよ、「原口議員、自然崩壊だ、山を切り崩すの

は」と。私は言いましたよ。自然が大事か子供の命

が大事かって。黙っていたですけどね。だから、そ
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ういう強い覚悟で子供の命を守るんだという、教育

長、あなたが指導者なんだから、市長もそうですけ

れども、今後は徹底検証していただきたい。 

 それから教育長、事故がありましてから子供たち

がもう歩いていきません。父兄が自動車に乗せてい

きますよね。それで、小学校の前は渋滞している、

自動車が。教育長、行ってごらんなさい。車がいっ

ぱい渋滞しておりますよ。だからね、私は車で連れ

てくるなと言わない。あの手前に、川南だったら、

こめ太郎がありますよね。大きな広場がありますよ。

あそこで子供をおろして、あそこからすぐですから、

横断をしなくていいですから、あれから学校にやる

と。 

 車が渋滞したら、また事故が起きますよ。１回、

教育長、見に行ってください。私の工場の前を歩い

ていく子供たち、一人もいない。みんな自動車で父

兄が。そうでしょう。子供の命が大事だから送り迎

えしていらっしゃいますよ。帰りはね、何人か、途

中までお母さんたちが迎えに行って帰ってきますけ

どね。この渋滞も何とかしていただきたい。また事

故になりますよ、教育長。 

 だから、細部にわたってやっぱり検討しないとい

けない。だから私は、以前は小学生の横断歩道の立

哨指導もお伺いしておりますが、前は横断歩道に低

学年がおって、横断する姿を私はしょっちゅう見よ

ったんですよ。今はさっぱり見ない。学校、何して

んですか。子供たちが横断する、低学年に限って、

横断する姿をしょっちゅう見てたんだけど、今見ま

せんがよ。学校、何してるんですか。どうですか。 

○教育長（有村 孝君） 横断の交通安全教室の場

合は、学校内に交通安全協会の方、警察の方を呼ん

で、模擬の横断歩道、信号機を立てて横断の渡り方、

または自転車の乗り方、横断の仕方、そういう教室

もございます。また、先ほど申しましたように、近

くに横断歩道、信号機等がある場合は、そこを使い

まして、実際に実地、実習といいましょうか、学習

をしているところもございます。市来小はどっちだ

ったとか、私もちょっと把握はしておりませんけど

ですね。やっぱり現場を実地検証する、実地実習を

するというのは大事なことではなかろうかなとは思

っております。 

 今後はそういうことで、もし近くにある場合は、

やっぱり実地に横断歩道、あるいは信号機のある横

断歩道、両方あるところは実地実習を必ずするよう

に指示はしていきたいと思っているところです。 

○15番（原口政敏君） やっぱり、教育長、自分の

命は自分で守るんだというのも大事なんですよね。

子供たちに。幼いけれども、右を見て、左を見て、

もう１回右を見て、車が来ないときに渡りなさいと、

徹底した子供の教育をせないかんと思う。 

 我が日本は偏差値にばっかり走って、後で聞きま

すけれども、道徳教育はおろそかになる、これは一

環ですよ。教育長、何といっても人命が大事ですか

らね。あなたの責任で人命を守っていただきたい。

二度と再び、葵君のようなことを起こさない対策を

あなたが陣頭指揮をされることを望んで、この項は

終わります。 

 先ほど言いましたけどね、このことは全ての皆さ

んの、ＰＴＡ、もちろん交通安全協会もでしょうけ

れども、学校の先生、全ての関係者呼んで、どこが

危ないか、どうしたらいいかというのを徹底的にし

ていただきたい。よろしいですね。私は、過去何回

もしてるんですよ、このことを。通学路の問題、道

徳の問題ですね。もう二度と、今度こんな事故があ

ったら俺は教育長をやめるんだという心構えでやっ

ていただきたいということを申し上げまして、この

項を終わります。 

 次に、道徳教育について伺いますが、高度成長を

我が日本はしました。物も豊富、何でも手に入る世

の中になりました。その裏で、偏差値を追う余り、

道徳教育が、私はおろそかになっていると思う。毎

日のように青少年の殺人があるじゃないですか。今

も川崎市で13歳のかわいい男の子が殺されましたね。

あれはね、教育長、僕は保護者が何とかできた事件

だと思う。何もしなかった母親はもちろんですけれ

ども、夜の11時に、13歳ですよ、出すのは、これは

非常識ですよ。亡くなったお子さんのお母さんに対

して申しわけないけれども。そんな教育なんですよ、

今ね。13歳の子供が夜中の11時に出てさるく。スマ

ートフォンが大いにはやって、そしてネットで「死
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ね」というのが頻繁に出ておりますね。アメリカの、

今、私はメモしてきましたが、14歳の少女ですよ。

トリーシャ・ブラブというアメリカの14歳の少女が、

「死ね」というメールの直前に、本当に送るんです

かという一言で減ったそうです。減ったって。１週

間前、テレビで僕は見てましたよ。アメリカの14歳

のトリーシャ・ブラブという女性ですね。 

 だからね、教育長、子供たちにスマートフォンや

らいろんなものを持たせるのがいいか何か、それは

わかりませんけどね、持つのはしようがないでしょ

う。各市町村には、９時以降は親が管理するという

学校もあるんですからね。このネットが大きな事件

を起こしてるんですよ。やっぱりこういうことを、

学校もね、先生、一丸となって、道徳教育に私は力

をささげないといかんと思う。 

 教育が人をつくって、人は国家をつくりますから

ね。教育がおろそかになったら日本は滅びますよ。

いかに教育が大事かということ。特に、僕は道徳教

育だと思う。教育長の道徳教育に関する取り組みを

まず伺いたいと思います。 

○教育長（有村 孝君） 人の命を大切にする教育

についてでございます。 

 人権と命を大切にする道徳教育は、道徳の時間を

かなめとしまして、学校教育全体で豊かな体験活動

等を通しまして進めることが大切でございます。議

員のお説のとおり、凶悪な事件が立て続けに起こっ

ております。そういう報道等もたくさんあります。

命の尊さをはじめとした道徳教育は、学校教育だけ

ではなくて社会教育、あるいは家庭教育の中でも、

喫緊の教育課題であると捉えているところでござい

ます。 

 本市ではこの２年間、学校教育における道徳教育

の充実のために、文部科学省及び県の委託を受けま

して、全小中学校において道徳教育総合支援事業に

取り組んでまいりました。その中で、全学級での道

徳授業の公開や市民総ぐるみ「あいさつ運動」の推

進など、学校と家庭が一体となった道徳教育の充実

を図ってまいったところでございます。 

 今日起こっている本当に目を背けたくなるような

凄惨な事件の背景等を踏まえながら、今後とも校長

による講話とか、あるいは道徳時間の充実、さらに

は学校だより等による啓発、あらゆる機会を通しま

して人権と命を大切にする道徳教育の充実に努めて

まいりたいと思っております。 

 人権尊重。人が人として生きていく上で最も大事

なことでございます。そして、その人権の最たるも

のがやっぱり命だと認識してるところでございます。 

○15番（原口政敏君） 我が自民党がようやく、自

公連立ですが、道徳教育について打ち出しましたね。

遅きに失すると僕は思ったんだけど、まあいいでし

ょう。もう来ましたか、道徳教育の時間を。何を重

要視しなさいと。たしか人権もあったと思うんだけ

ど、あとは何がありましたか。 

○学校教育課長（有馬勝広君） 学校教育課長でご

ざいます。 

 道徳教育につきまして、先ほど教育長が答弁した

とおりでございますが、やはり道徳教育、人権、そ

して生命尊重、命の大切さということを重視してる

と考えております。 

 以上です。 

○15番（原口政敏君） 何といっても人権なんです

よ、人権。己の欲せざることを他人に施すことなか

れ。教育長のお計らいで、私は中学校３年の道徳教

育に行きましたね。そのときに子供に私は聞きまし

たが、これを知っている子供が一人もいなかった。

残念だった。僕たちは中学校３年で習いましたよ。

己の欲せざることを他人に施すことなかれ。これを

知らないんだから、子供が。まことに残念至極だと

思ったですね。確かにいい教育をされた、あの女の

先生は、人権についてですね。１週間に１時間です

ね、教育長。今回、土曜日授業はうちも開催されま

すね。１カ月に１回かな、土曜日授業は。 

 そこで教育長にお願いですが、もう偏差値はいい

から道徳教育を半分ぐらいは徹底させないといかん

と思う、僕は。僕たちの小さいころはね、各学校の

先生が、授業が始まる前に、当時は汽車でしたから

ね、電車はなかった。汽車に乗るときは、高齢者が

いたらかわりなさいと。耳が痛いごと言われよった

ですよ。たまに電車に乗るけど、あの高齢者席、お

なかの大きい席がありますよね、あれ、何と言うの
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か、何とかシートって。あそこにしれっと若い女性

が座ってるんですよ。私が目の前に立っててもしれ

っとしている。これがね、日本の経済大国の裏の隠

れた、私は悪い影響だろうと思う。 

 教育は、あなたが最高責任者だから、徹底した道

徳教育をしていただきたいと申し上げまして、次の

歴史観に行きたいと思います。 

 今、教育長、第二次大戦をどことしたかと子供に

聞いても、答える子供は余りいませんよ。知りませ

んよ。どこと戦争したのって聞いてごらんなさい、

知りませんから。アメリカと言うたのは５人に１人

だった、僕は聞いたけど。知らない。知らないんだ

から、歴史を。だから、尖閣諸島とか竹島ですね、

あれは日本固有の土地ですからね。そういうところ

を、歴史観をまず教えることが大事じゃないですか。

歴史を教えること、それから私は始めるべきだと思

うんですけれども。 

 どうですかね、教育長。歴史観について、どのよ

うな教育をされておられますか。 

○教育長（有村 孝君） 正確な歴史教育のあり方

についてであります。 

 歴史を学習するのは主に、御承知のとおり社会科

であり、尖閣諸島とか、あるいは竹島など我が国の

領土につきましても、我が国の国土の位置と領土と

いう内容で学習をいたします。 

 小学校では来年度から使用する社会科の教科書を

発行する全ての出版社が、小学校５、６年生で島根

県の竹島と沖縄県の尖閣諸島を取り上げております。

また、中学校では、現在使用している社会科教科書

に竹島についての記載がございます。来年度採択の

新しい教科書も竹島や尖閣諸島が我が国固有の領土

であることを踏まえて編集をされております。 

 道徳教育におきましては、この歴史観につきまし

ては、我が国の伝統と文化を大切にすること、これ

が非常に強調されております。先ほどの命、人権、

それから自尊感情の尊重というのと、この伝統を守

る、我が国の伝統・文化を大切にするということが

道徳教育では非常に強調されてきているところです。 

 また、郷土や国を愛する心を持つこと。日本人と

しての自覚を持って国を愛し、国家の発展に努める

ことなどについて学習して、国を愛する心を育てて

いきます、社会科及び道徳教育を通じてですね。 

 そういう歴史教育が今後また、道徳は先ほどのお

説のとおり、教科化されます。何年後とは、今ここ

で確実には申し上げられませんけれども、皆さん御

承知のとおり、教科化されます。それだけに、道徳

教育が不足していること、あるいは必要であること、

この裏返しじゃなかろうかなと思っておるところで

ございます。 

 以上です。 

○15番（原口政敏君） やっぱり教育長ね、愛国心

を子供に植えつけるんですよ。備えつける。愛国心

のない子供が私は多いと思う。もうちょっと日本を

大事にする。と同時に、両親を大事にする。やっぱ

り歴史観を、まあ道徳でしょうけどね。これがない

と私はいかんと思う。 

 ということで、今後そういうことに力を注いでい

ただきたい。偏差値ばっかり偏ったから、道徳がこ

んなになったんですよ。まあ教育長、一番悪いのは

家庭なんですよ、家庭。家庭のしつけがなっとらん。

それが一番なんだけど、やっぱり学校にも一端があ

ると思うんですよね。ほとんどが家庭なんだけれど

も、学校にも一端があるんだから、徹底した歴史観

を植えつけていただきたいということを申し上げ、

この項は教育長にいろんなことを申し上げましたが、

お許しをいただきたいと思います。あなたが最高責

任者ですからね、この教育委員会にしては。徹底し

て子供の命を守ること、教育をしていただきたいと

いうことを申し上げ、次の項に入りたいと思ってお

ります。 

 次は市長に伺いをいたしますが、市来外港の問題

ですが、昨年でしたね、市長、お願いしまして、

500万円の経費でしていただきましたね。大変あり

がたかったんですけれども、ところが１年ちょっと

かな、ならないうちにもう砂が堆積してるんですよ。

だから船が干潮では通れないと。実は、私も船が底

をすりましてね。大事には至らなかったんですけれ

ども。私より小さい船も底をすって、見たらわかる

と思うんですけれども。あれはね、市長、やっぱり

砂を取るだけじゃだめだと思うんですよね。入り口
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を何かの工法で改良しなければ、どんどん私は砂が

入ってくると思う。 

 後日、宇都議員も一般質問されますけどね。丘が

崩れてその砂も来るんじゃないだろうかという話も

ありますけれども。とにかく向こうから来るわけで

すからね、市長。下のほうから来るわけだから、そ

れも一理あるだろうと思っています。だから、あの

出入港のところに何か、市長、策を考えないと、砂

ばっかり取っても、私は何もならんと思うんだけれ

ども。１年ぐらい前に取っていただいてありがたか

ったんだけど、今度はもう抜本的な対処をしないと

いけないと思うんです。どうですかね。 

○市長（田畑誠一君） 市来漁港外港の浚渫につい

てでありますけど、今、原口議員お述べになりまし

たとおり、平成22年度と25年度、要望を受けまして

市の単費で浚渫をいたしました。しかしながら、ま

だわずか１年しか経過していないのにもかかわらず、

また砂が堆積をして干潮時には航行ができないとい

うことをお聞きしております。 

 今言われましたとおり、まだ浚渫して１年であり

ますよね、それでこういう状況が続くことは、抜本

的な何か対策を講ずべきだと思います。 

 したがいまして、市としましては、実は専門機関

に調査を依頼しました。その結果、南防波堤と沖の

離岸堤を接続する方法が効果的ではないかという予

測が出されました。したがいまして、今後、この港

のあり方、活用やらも含めまして、国・県とも連携

を図りながら研究をしてまいりたいと、抜本的な対

策をですね、というふうに考えております。 

○15番（原口政敏君） 要するに、干潮は来れない

んですよ、満潮しか。満潮は来れるんですよね。漁

業者ももう、今日、傍聴も来ていらっしゃいますが、

漁業ができない状態ですから、一日も早い県との折

衝で改善をされることを強く申し上げまして、この

項は終わりたいと思っております。 

 次に大里川の大規模改修でございますが、大変、

地域住民の皆さんが喜んでおられます。一日も早く

していただきたいと、今までの懸案でしたからね。

危なかったんですよ、雨が降ったらですね。そこで、

橋も建てかえられる、そして拡幅されるということ

で、住民の皆さん方が、いけんしやったろかいと不

安があるんですよ。だから一日も早い説明をしてい

ただいて。こうこうなるんですよという説明を一日

も早くしていただけませんかね。同時に、要望があ

られると思います、いろんなですね。それを聞きな

がら、県が一方的にやるんでなくて、そういう住民

の意見を踏まえながらしていただきたいと思ってお

りますが、どうでしょうかね。 

○市長（田畑誠一君） 自然災害に備えまして、大

里川の改修工事計画というのは急務であります。し

たがいまして、県振興局に、協議しながらいろいろ

お願いをしているところであります。現在のところ、

この市来中学校付近、国道270号にかかる薩摩渡瀬

橋の橋梁予備設計及び重信川との合流点付近の橋ノ

口地区で、護岸改修計画の調査設計を、今発注をし

ておられます。県のほうで発注し、作業を進めてい

るとのことであります。 

 それで、今後の計画といたしましては、調査設計

の業務委託が終わり次第、関係機関との調整を行っ

た後に、今おっしゃいました地元説明会を開催した

いという計画を持っておられますので、市といたし

ましては、その際、地元の意向が十分に尊重された

計画になるように県に要望をしてまいります。 

○15番（原口政敏君） ぜひ、そういう住民の意見

を聞きながら、先ほども申し上げましたが、やっぱ

り交通の通学路もいろんな住民の意見を聞かないと

いかんわけだから、それが基本ですよね、市長。基

本だから、県が先行するんじゃなくて、いろんな意

見を聞きながら進めていただきたいと。喜んでおら

れるんですよ、早くしていただきたいということで。

ぜひ住民の意見を聞きながら工事をしていただきた

いと、このように申し上げまして、次の項に参りま

す。 

 今度は教育長にお尋ねいたしますが、子供の生活

支援につきまして伺いますけれども、10日ぐらい前

か、新聞に母親と二人の子供がいて、生活保護をも

らう日に、一気に焼酎を買って、酒びたりになって、

二人の子供には食事も満足に与えないというのが新

聞に載ってたんですよ、１週間、10日ぐらい前から

ずっと載っていましたよ、あちこちで。 
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 我がまちも、聞きましたね、私は。幼稚園か何か

わからないけど、小さい子と、小学校６年生だった

かな、子供がおって、母親と三人だと。それは人の

話ですからね、僕は事実関係は確認しておりません

けれども、男と遊びに行って、子供はほうっちらけ

て、食うものもなかって、私に相談が来たんですよ、

近くの住民から、大丈夫じゃろうかいって。教育長

は知ってますか。 

 子供の支援策も政府がいろんなの打ち出しました

ね、今回。困窮者に対しましても。どういうのが、

まず困窮者に対してありますか。教育長、２点につ

いて、そういうのが本市もあるのかどうかですね。

それで、今度は政府が子供の困窮者に対して、制度

を打ち出したんですよ。どういうのがございますか。 

○教育長（有村 孝君） 生活困窮世帯の子供に対

する支援対策についてでありますけれども、私ども

教育委員会関係では、公立の小中学校へ就学してい

る児童生徒に対しましては、要保護あるいは準要保

護児童生徒就学援助制度により支援をしているとこ

ろでございます。この制度は、経済的理由により修

学困難な児童生徒に対し、学用品費、学校給食費、

修学旅行費、医療費等を支給するものでございます。

そのほかの手当とか、そういうことにつきましては、

福祉課関係で、さまざまな手当等がなされているよ

うです。 

 それと、もう一つお尋ねの、食事も与えないよう

な家庭があるかということでございますが、子供の

食事の準備が不十分であるからということで対応し

た事例はございます。子供たちに食事をきちんと与

えないことやネグレクトなどの事例が判明した場合

は、児童虐待と捉えて迅速な対応をいたしておりま

す。対応に際しましては、学校と市福祉課、県児童

相談所、警察等の関係機関が連携してケース会議を

開きまして、情報を共有するとともに、対応を協議

し、改善を図っております。そして、そこでいろん

な処置を、対策を実行していくということになりま

す。 

 以上でございます。 

○福祉課長（東 浩二君） 母子世帯に対する福祉

関係の生活支援の制度でございますが、議員も御存

じのとおりだと思います、児童扶養手当の支援制度

がございます。支給額としましては、全額支給の場

合、児童１人の世帯で月額４万1,020円、そして児

童２人の世帯では5,000円が加算されました４万

6,020円、そして児童３人以上の世帯ではさらに

3,000円ずつが加算をされております。 

 このほか児童手当の支給制度もございまして、中

学校卒業までの間、児童１人当たり月額１万5,000

円から１万円が支給されているところでございます。 

 それから、先ほどお尋ねになりました新たな制度

でございますが、平成27年４月から生活困窮者の自

立支援制度というのが開始されます。この中で児童

の支援というのが出てまいりますが、これについて

は、貧困の連鎖、負の連鎖というようなことになり

ますけれども、そういうことに至らないために、ひ

きこもりであるとか、学校に行かない、そういった

子供たちを支援していくという仕組みが今後できて

いくということになってまいります。 

 以上でございます。 

○15番（原口政敏君） 教育長、先ほど私は新聞紙

上で、生活保護をもらったその日に酒を買って酒び

たりになって子供に食事も与えないと言いましたけ

どね、本市はね、生活保護をもらってないらしい、

私が知り得た範囲内はですよ。それで、二人子供が

おって、それはうわさですからね、男と遊びに行っ

て、子供をほっちらけてって。知ってますか。そこ

のところ、児童相談所とかそういうのに相談されま

したか。教育長は知らないの、そういうことは。知

らないといかんぞ、そういうことは、教育長、知っ

てないの。あるんだよ。事実、実際、僕は聞いてる

んだから。ありますか、ないですか、それなら。あ

りませんか。 

○教育長（有村 孝君） 児童相談所等と相談して

いる件数は数件ございます。内容についても、小学

校、中学校、あるいは虐待を受けているという事例

もございます。今、議員がおっしゃる事例であるか

どうか、ちょっと確認はとれませんけど、数件そう

いう事例は、福祉課と連携して、先ほど申しました

ような方法で対応しているところでございます。 

○15番（原口政敏君） 教育長はね、そういうのを
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知らないというのは、あんたは怠慢だよ。あるんだ

よ。ぴしゃっと調べて児童相談所とか行ってね、対

応しなさい。僕がここで名前を言うたらいかんから

言わないけれども、付近の住民が行って、僕は調査

したんですよ、僕なりに。あるんだから。そういう

のをあなたがしなければいかんから、徹底して、そ

ういう子供を救いなさい。 

 この前の事件と一緒ですよ。保護者が守れること

は守らんといかんわけだから、そうでしょう。母親

が見れんかったら、児童相談所にお願いして、しか

るべき施設に入れるとか、そういうことの必要があ

ると私は思う。徹底して調査してね。あなたがわか

らんかったら。全部把握せないかん、あなたは。そ

ういうことを要請して、この項は終わります、時間

がありませんから。 

 次に最後ですが、介護保険制度につきまして、こ

れは市長にお尋ねいたしますが、今まで介護１、２

のところに入ってたんですよね、市長。今回も、介

護法で１、２が入れなくなった。この介護１、２は

ね、市長、やっぱり大変申しわけないんだけれども、

低所得者の方が申し込まれるんですよね。申し込み

でいっぱいいらっしゃる。 

 実は私の母のときも申し込みましたが、当時、53

人目だとおっしゃった。そのときは、申し込み順で

すよということで、ちょうどうちは、母は入れなく

て、月に13万の有料老人ホームに入れましたけどね。

だけどね、市長、この介護１というのは、僕はほん

の二、三日前でしたが、名前、言いますか、伊集院

のビクトリアですね。月16万でした。そこに入れた

んですよ。この介護１はね、しっかりしているんで

すよね、頭は。ただ、一人で歩けない方は介護１な

んですよ。痴呆があったら介護３になるんですよね。

もう政府も、自民党だけど、矛盾したこと言うなっ

て、今度１週間後、総理に会いますから、私は文句

を言おうと思う。今度、７日に東京に行きますから、

総理に会いますから。だから、僕はそのことも、文

句を言おうと。何ごて１、２を入れんとなって。 

 １はね、市長、しっかりしてらっしゃるんですよ、

頭は。ただね、歩くのが不自由で１なんですよ。介

護があったらすぐ認知型３になるんですけどね。16

万でした。だから普通はね、市長、入れませんよ。

僕も入れない。女房と月32万ですからね。そんな年

金はもらえませんよ、僕も。だからね、大変だと思

う。市長は御存じだと思っておりますが、１、２は

100％、課長、入れないの、何か条件はないの。も

う１、２は絶対入れないんですか。まず市長の考え

を伺ってから答弁してください。 

○市長（田畑誠一君） 原口議員がお述べになって

おりますとおり、今回の介護保険の改正によりまし

て、原則として要介護３以上の方でないと、今年４

月以降は入所できないことになっております。ただ

し、既に入所されている要介護１及び２の方につき

ましては、引き続き４月以降も入所できることにな

ります。 

 また、もう一つ、要介護１または２の方であって

も、特別な事情に該当される場合、今おっしゃった

のはまさに特別な事情だと思いますが、その場合は

平成27年４月以降であっても入所できます。 

 その特別な事情と申しますと、例えば、認知症や

知的障害があられる方、精神障害者等の方で日常生

活に支障を来すような症状、行動や意思疎通の困難

さが頻繁に見られる方。二つ目、単身世帯の方や同

居家族が高齢または病弱であるために、家族の皆さ

ん方の支援ができない。そしてまた、地域での介護

サービスや生活支援の供給が不十分な方。もう一つ、

家族による深刻な、先ほどから言われてる虐待です

ね、虐待等が疑われることなどにより心身の安全、

心も体も安全・安心の確保が不可欠な方、不可欠で

あろうと思われる方ですね。このような方は、介護

１、２であっても４月以降も入所は認められます。

そういう制度になっております。 

○15番（原口政敏君） 私がなぜこのことを質問を

したかといいますとね、市長、１、２であっても入

れるというのは勉強して知っとったんですよ。市報

に載せて、１、２でも例外があるんですよというの

を、私は市民に示すがために一般質問したんですか

ら、知っとんたですよ。 

 だから、課長もいらっしゃいますが、そういう方

にはぜひ善処をして、身寄りのいない方とか、年金

の低所得者がいらっしゃるわけだから、そういうと
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きには考慮して、入れていただきたいということを

申し上げたいと思っております。 

 市長、議案第14号で今度、小規模多機能とグルー

プホームが改正になったんですよね。それで、今度、

小規模多機能で、小瀬倶楽部と光里苑が４名増えま

したね。これはもう、ありがたかったんです。それ

でもう一つ、グループホームで、市長、今、２ユニ

ット18名ですからね、１ユニットが９名ですから、

２ユニットで18名しか入れないんですよ、グループ

ホームは。それで政府から移譲で、３ユニットまで

はできるんですよとなったんです。で、私は喜んど

ったけど、ただし書きがあって、都会の空き地がな

いところが上に増築をしてもいいですよという、こ

れは介護の改正なんですよ。 

 だから、私は政府もおかしいと思う。これは、市

に権限を移譲するんですからね。移譲するんですよ

ね、課長。移譲しながら、何ごてそげん文句を言う

とか、移譲したら市に任せんかと私は言いたいんだ

けれども。そう思いませんか。市に移譲したんだか

ら、その権限も市に任せるべきですがね。 

 私たちの田舎いっぱい土地がありますからね、で

きないんですよ、これが。都会に限ってっと。健康

増進課長、そうだよね。都会に限って上に行きなさ

いというこの議案で。こういうのを、またそれに文

句を言わないとと思って、二つ、私は書いてやって

きます、直訴で。今週、土、日行って、総理に自民

党で会うようになってますから、書いて用意してい

きます。これ検討してくれと。 

 だから、そういうこともありますけれども、小規

模は４人増えましたからね、これはちょっとうれし

かったんだけど、行く行くは課長、この３ユニット

はできないの。どうですか。全くできないですか、

３ユニット。 

○健康増進課長（所﨑重夫君） 今度、グループホ

ームが最大３ユニットまでできるということで、27

人の入所までできるというふうな権限移譲がされて

るわけですけれども、グループホームというのは、

地域密着型のサービスになりますので、国としても

各小中学校単位ぐらいというんでしょうかね、１カ

所にどんと大きくつくるんじゃなくて、中学校学区

の校区ごとにいろいろと地域に根差したという形で、

身近なところにつくってほしいということでなるべ

く、大きなものを一つつくるんじゃなくて、１ユニ

ットでも２ユニットでもいいので、地域に密着した

そういうところにつくっていただきたいという意味

で、制限をかけてるということになります。 

 それで、今言われましたとおり、どうしても、都

会なんかで空き地が少ないとか用地の確保が非常に

困難だ、そういう部分については、なかなか余地が

ない場合は１カ所にまとめて３ユニットぐらい、ど

うしても、そこのその市町村にそれだけの入所の

方々が必要だ、そういう定員の数分確保したいとい

うことであれれば、やむを得ない場合は１カ所に３

ユニットまで、ちょっと大きなのをつくってもいい

ですよという意味合いでの権限移譲がされたという

ふうに理解をしております。 

 以上です。 

○15番（原口政敏君） だけどね、課長、もう新規

は認めないんだよな。そうじゃないのかな。僕はそ

んな知識を持ってるんだけど。認められるんですか。

新規はもう、国が認めないようなことを聞いたんだ

けど、どうですか。 

○健康増進課長（所﨑重夫君） 地域密着型等につ

いては、市町村の権限になってきますので、いちき

串木野市として、今後やはりグループホームがもう

少し必要だというふうに判断をした場合は、そのと

きにまた増設ができるということになります。今の

ところは、第５期のほうで整備を行いましたので、

若干第６期につきましては、その入所状況、待機状

況、そういったものを見ながら検討していきたいと

いうことで、第６期については新たな増設を考えて

いないということで、第７期以降はまた、そのとき

の判断をさせていただきたいというふうに考えてい

ます。 

 以上です。 

○15番（原口政敏君） 市長はもうご存じないと思

っていますが、今、入所待機者ね、何人なの。 

○健康増進課長（所﨑重夫君） 待機者数ですけれ

ども、昨年の７月31日現在ですが、これは特別養護

老人ホームから老健施設、それからグループホーム
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全部ひっくるめての形ですけれども、数としては

355名いらっしゃいます。そのうち、いちき串木野

市民の方で自宅において待機をされてる方は63名と

いうことになっております。 

 以上です。 

○15番（原口政敏君） 本市に63名おるということ

は、市長、事実ですからね。事実なんですよ。だか

ら、こういうことを、市長の御理解で各ホームにグ

ループホームができて、何百人おったのが解消でき

ましたけどね。だけど、いまだに63名がいらっしゃ

るということでございますので、今後も、いろんな

ことを考えて。また課長は、１、２でも100％入れ

るんじゃないですよということでまた言われたら、

どうしてもそういう身寄りがないとか、所得のない

とかいう方は安心されると思いますので、何らかの

機会に、市報でもそういうことを報告して知らしめ

ていただきたいことを申し上げまして、全ての質問

を終わります。 

○議長（下迫田良信君） 次に、西中間義德議員の

発言を許します。 

   ［５番西中間義德君登壇］ 

○５番（西中間義德君） 先日、小学校１年生の二

人の児童が横断歩道ではねられ、一人が死亡すると

いう悲惨な交通事故が起きました。亡くなられた児

童の御冥福を祈るとともに、大けがをされて入院を

されている児童の一日も早い回復を祈るものです。 

 それでは、通告に従い質問をいたします。 

 我が国は2008年に人口減少が始まり、その後、減

少傾向が続いております。そうした中で、地方から

若者が東京圏内の都市部へと一極集中が進んでおり

ます。このままでは人口減少を契機に、消費市場の

縮小、人手不足による産業の衰退などを引き起こす

中で、地域のさまざまな社会基盤を維持することも

困難な状態に陥ってしまいます。 

 このような状況を踏まえ、政府は昨年11月に成立

した、まち・ひと・しごと創生法に基づき、日本全

体の人口減少の展望を示した長期ビジョンと地方創

生のための今後の５年間の総合戦略を、昨年12月、

閣議決定をしております。 

 都道府県や市町村には、2015年度までに地域の実

情を踏まえた地方版総合戦略の策定が努力義務とし

て課されております。 

 本市も人口３万人を切り、２月末現在で２万

9,751人となり、減り続けております。 

 これまでもさまざまな対策を本市は講じてきたと、

そういうふうに思っております。 

 地方創生のための総合戦略策定に当たっては、何

よりも人材の確保が大事であります。 

 本市は、国の地方創生人材支援制度に応募されて

おります。地方創生を推進する人材の確保について、

どのように考えておられるか伺い、壇上からの質問

といたします。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 西中間義德議員の御質問に

お答えをいたします。 

 地方創生の推進体制であります。 

 国においては、今お述べになられましたとおり、

まち・ひと・しごと創生法を成立させ、地方自治体

も人口ビジョン総合戦略の策定が求められるなど、

日本全体で総力を挙げた人口減少と地域経済縮小の

克服へ向けた取り組みが始まろうとしております。 

 本市においても、人口減少の抑制と地域の活力の

維持発展は、最重要課題として取り組んでいく必要

があります。 

 本市も応募した国家公務員等の地方創生人材支援

制度については、多数の応募団体があったことなど

により、内定には至らない模様でありますが、明後

日の６日には政策課を事務局として地方創生推進本

部を設置することとしており、専門部会を設けるな

ど、今後、全庁体制で庁内一丸となって取り組む考

えであります。 

○５番（西中間義德君） 今、地方創生を推進する

人材の確保についてお述べになっていただきました。

国の人材派遣はだめだったということですよね。人

の派遣というのは内定がもらえなかったということ

で、６日に本市を中心として、この創生本部を立ち

上げるということですね。 

 地方創生を進める上で大事なことは、人口ビジョ

ン、そしてこの総合戦略を策定をする中で、幅広い

意見を持った人材の確保が大事であるというふうに
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思います。 

 国は、自治体の地方版総合戦略の策定と実施を三

つの側面から応援しますよということで、１が情報、

全てのそういうデータというものは示しますよと。

２番目が、人の派遣をしますよと。今回は、ちょっ

とだめだったということですね。３点目が、財政の

面から切れ目なく後押しをしますよということで、

各自治体1,000万円の予算を計上されております。 

 総合戦略の基本目標として、この４項目あります

けれども、一つが地方における安定した雇用を創出

する、２点目が地方への新しい人の流れをつくる、

３点目が若い世代の結婚、出産、子育ての希望をか

なえる、４点目が時代に合った地域づくり、安心な

暮らしを守るとともに、地域と地域を連携すると。

この四つが総合戦略の基本目標ということになって

おります。 

 霧島市、鹿児島市はもう地方創生本部を立ち上げ

ておりますが、今答弁があったように、６日にする

ということで、国からのそういう人的派遣がなけれ

ば、自前でやるということで、市長を中心とした何

人ぐらいのメンバーで構成される本部ができるんで

しょうか。 

○副市長（石田信一君） ６日に立ち上げます創生

本部につきましては、市長を長としまして、全課長

を対象とした本部体制でいきたいというふうに考え

ているところでございます。そうしますと、大体三

十数名のメンバーのほうで立ち上げていきたいとい

うことでございます。 

○５番（西中間義德君） 市長を中心に30名ぐらい

の体制でやっていくということですね。ということ

は、最後までこのメンバーで総合戦略の策定をする

ということの理解でいいんでしょうか。 

 先日の新聞に、首長のこの総合戦略に対するアン

ケートが載っていました。自前で策定が可能ですよ

というのは37.1％、国や民間の支援があればできま

すよというのが58.4％ということで、本市は最後ま

で自前で策定をするということの理解でよろしいで

しょうか。 

○市長（田畑誠一君） 総合戦略というのを自前で

策定するという方針で臨みたいと思っておりますが、

大事なことは今おっしゃいました民間の皆さん方の

御意見をよく聴取することだと思っております。し

たがいまして、地域版総合戦略の策定に当たりまし

ては、内容が、さっきお述べになられましたとおり、

雇用とか結婚、子育てなど広範な議論と施策が必要

であろうかと考えております。このため、アンケー

ト等による各種の意識調査を行うことに加えて、市

民の皆様をはじめ、産業界、行政機関、教育機関、

金融機関などで構成する推進組織で、その方向性や

具体案について審議、検討をしていただくなど広く

関係者の意見が反映されることが重要だと思ってお

ります。まずは、先ほどの、申し上げましたとおり、

庁内の専門部会等で既存施策の整理、分析を行いな

がら方向性を示し、住民や各種団体等の参画をいた

だき、推進組織の議論を踏まえた助言や意見交換を

通して戦略の策定に反映をさせていきたいというふ

うに考えております。 

○５番（西中間義德君） 私は、国に応募をされた

ときに、多分通るんだろうなと、そういうふうに思

ってました。今回、市長を中心としながらやるとい

うことですけれども、最終的にコンサルタントに投

げるということはないですということでいいですよ

ね。 

○政策課長（田中和幸君） 市長の答弁を補足いた

します。 

 地方創生コンシェルジュという制度も国のほうで

はございまして、一応、採択されなかったのはシテ

ィマネージャーという国の制度で、それについては

採択されておりません。国のほうもいろいろと人材

支援をするということで地方創生コンシェルジュ、

これは鹿児島県担当として40名ほど登録するという

ようなこともございます。それと、鹿児島県におい

ては、市町村課のほうに地方再生計画の立案を支援

するような体制を今回とるというようなことも言っ

ております。 

 こういうことを含めながら、いろいろと外部とも

相談をしながら、いちき串木野市としては自前で作

成させていただきたいということで、最終日に補正

予算でお願いをすることにしております、その地方

版の総合戦略を作成する経費につきましては。ほと
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んど市の、重要な部分は市としてつくりますが、例

えば調査を委託するとか、そういうような部分は、

コンサルタントさんのお力もかりながら作成してい

って、市として自前の総合戦略をつくらさせていた

だきたいというような形で思っているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○５番（西中間義德君） 私は、最後はコンサルに

投げるのかなというように思って。そうすると、今

回、各市町村が各自でつくっていくわけですね、総

合戦略を。そうすると、同じような傾向のそういう

ものができやしないかなという危惧をしておりまし

たけれども、最後まで自前でやるということですの

で、期待をしていきたいというふうに思っておりま

す。 

 先ほど市長が述べられましたけれども、総合戦略

の中に、若い世代の結婚、出産、子育ての希望をか

なえるというふうにあります。 

 先日の南日本新聞に、２月15日付で、「故郷の新

しい風会議ｉｎいちき串木野」という会合が載って

おりました。市内の人口減への対処を模索して、市

内の若手経営者、公務員らが官民の壁を超えて地域

づくりを考えるという形で会合をしたというふうに

あります。先ほどの市長の答弁の中に、そうやって

市民の意見や若者の意見も取り入れるということで

すので、しっかり、こういう若い方々の意見も取り

くみをしていただきたいというふうに思います。 

 本市は、人口増対策として、出産に対する助成や

中学校までの医療費の無料化の実施、子育て支援策

として酔之尾東団地の整備もしてきました。この酔

之尾団地については、今年の１月にえびの市の元議

員という方から電話をいただきまして、近くに住む

方が、この神村学園にお子さんが入ってると。下の

子も今回入学するので、母親と一緒に暮らしたいと

いうことで、市営住宅は空いてないかということの

問い合わせがありました。都市計画課に確認をした

ら、18歳以下の子供さんがいらっしゃれば、こうい

う制度がありますよということで、すぐにこの案内

をしました。そしたら、空いていたということで、

大変に喜んでいただきました。こういう制度なんだ

な、こういう使い方もあるんだなと改めて思いまし

たけれども、他市から本市に異動してきた場合には

こういう制度を使えば、非常にいいなというふうに

思いました。 

 また、他市からの転入者への助成制度というのも

載っています。これはまた後で聞きたいと思います

けれども。 

 薩摩藩英国留学生記念館を建設して、交流人口増

に本市も取り組んできたというふうに思っておりま

す。これからさらに、地方創生として本市が取り組

みたいものは何かを伺います。 

○市長（田畑誠一君） 地方創生の取り組み方につ

いてであります。 

 地方創生法の目的、これは端的に言いますと、一

言で言いますと、先ほどから力説しておられますよ

うに、人口減少に歯どめをかけるということにある

と思います。そのために、就業機会の確保などによ

り地域の活性化をする取り組みであるというふうに

位置づけ、認識をしております。 

 そのためには、企業の誘致のほか、農林水産業を

含む産業の振興、あるいは子育て環境や生活環境な

ど幅広い施策が必要とされると考えておりますが、

一方であらゆる分野を対象とした総合計画も、平成

28年度を終期として次期計画の策定を進めていくと

ころであります。 

 総合戦略は地方創生の目的である、まちの創生、

人の創生、仕事の創生に係るものを取りまとめたも

のになるのではないかという認識でありまして、具

体的には作業を進める中で分野や政策の重点化を検

討してまいりたいと考えているところです。 

○５番（西中間義德君） しっかりこの取り組みを

していただきたいというふうに思います。地方創生

といっても、即効性というのはないというふうに思

いますので、地味であっても持続性のあるものとい

うのをしっかりやっていくのは、また大事ではない

かというふうに思います。 

 本市も合併して10年、合併特例債も５年延長の予

定というようなこともありますし、そうした中にお

いて交付金の減額というのもある。そういう中で、

どう取り組みをするかというのは限られてくると思
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いますけれども、知恵を絞ってやっていただきたい

というふうに思っております。 

 次に、地方創生を進める中で、周辺市との連携に

ついて伺いたいと思います。 

 地域を活性化する中で、市単独でできるものと地

域連携という中で、周辺市と連携をどのように考え

ているかを伺いたいと思います。 

 例えば、甑村が３月15日ですかね、国定公園に指

定をされる。これに伴って観光客も増えてくるとい

うふうに思います。川内港の高速船だけでなくてフ

ェリーの乗客も増えてくれば、串木野港への乗降客

も増えてくるというふうに思っております。そうし

た観光客の一部を羽島の留学生記念館とか、食のま

ち・いちき串木野市への誘導をさらに考えていくべ

きだというふうに思います。 

 また、日本の安心・安全が海外から評価されて、

特に農産物も、高くても日本のやつは売れるという

ようなことはありますけれども、この本市の農林水

産物の海外へ出荷とか思い切ったことをやりながら

やっていくのも大事ではないかというふうに思いま

す。その意味で、近隣の市との連携をどのように考

えているかを伺いたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） 周辺との連携ということで

あります。 

 国においては、個別の施策における複数市町村間

の連携のほか、定住自立圏等の圏域設定を行った取

り組みなど、市町村で連携して施策に取り組むこと

も想定をし、支援することとしております。先ほど

からいろいろ例を述べておられますが、例えば広域

的な観光や、都市と農村間の交流、あるいは特産品

のＰＲなど、広域的に行うことでより効率的で効果

的な取り組みが想定されるところであります。お述

べになられておられるとおりでありますが、県にお

いても交付金を活用してふるさと名物商品販路開拓

支援事業や特産品のＰＲ販売促進事業を新たに立ち

上げたところであります。 

 市としては、まずは本市における総合戦略の方向

性、目標といったものを見定めた上で、目標へ向け

た個別のメニューの検討に当たって、広域的な取り

組みの可能性等を模索してまいりたい、お述べにな

られたとおり、そのような方向で考えております。 

○５番（西中間義德君） ぜひそういう方向で進め

ていっていただきたいというふうに思います。周辺

市とのそういう連携というのは、大変に大事である

というふうに思っております。 

 人口増というのを考えると、市内の転入者促進に

ついてどのように考えているか伺いたいと思います。 

 総合戦略の基本目標の中に、地方への新しい人の

流れをつくるというふうにありますけれども、現在、

東京に向かって転出する人は年間47万人いるそうで

す。東京圏から地方に転入する人は37万人。国は

2020年に年間で41万人で均衡させて、東京一極集中

の流れを食いとめるというふうにしております。地

方から東京に行く人は47万人いるので、６万人減ら

して41万人にする。そして、東京から地方に行く人

は37万人なので、４万人増やして41万人にする。そ

して均衡をとると。数字上の形ですけれども。そう

いう中で東京一極集中というのの流れを止めると。

こうしたことを考えると、市内に転入してくる人を

さらに増やしていく取り組みも大事になってくると

いうふうに思います。 

 本市へのＵターン、Ｉターン、Ｊターンの推進と

いうのはどのように考えているか伺います。 

○市長（田畑誠一君） 本市におけるＵターン、Ｉ

ターン、いわゆる空き家対策情報と申しますか、そ

の提供についてであります。 

 現在、市のホームページでは、Ｕ・Ｉターンの情

報として転入者住宅建設等補助や分譲団地と定住促

進補助制度などの各種支援制度の紹介に加えまして、

住宅情報として公営住宅のほか、県宅地建物取引業

協会へのリンクにより、土地や建物の物件情報をご

らんいただけるようにしているところであります。

国においても、新たに全国移住促進センター、仮称

でございますが、を設置し、地方への移住促進のた

めの居住、就労、生活支援などに係る情報を集約し

て、全国的な情報提供を行うポータルサイト、仮称

でありますが、を構築することとしております。 

 市としましては、定住促進策について、総合戦略

の中で検討を行いながら国や県等と連携した情報発

信にさらに努めてまいりたいと考えております。 



 
- 35 - 

○５番（西中間義德君） 市のホームページはリニ

ューアルしまして、非常にＩターン、Ｕターンの情

報がぱっと見られますね。非常にわかりやすいとい

うふうに思います。そこをクリックすると、そうい

う、今おっしゃった転入者の補助、助成制度とかが

イラストを用いてしてあるので、非常にわかりやす

いですね。 

 私は、その横に空欄がありますので、市内の不動

産屋の了解も必要でしょうけれども、中古住宅とか

空き家とか、住めるような状態の空き家の状況、そ

して中古住宅等のやつを１不動産１件でも、こうい

うのがありますよという形で載せていけば、そこを

クリックすると不動産屋のホームページにつながる

というものが掲載できないのかなと。今の若い人た

ちは部屋を見つけるとき、アパートを見つけるとき

には、スマートフォンで、水回りの状況、そして部

屋の間取り、風景とか、そういうものを見て、ある

程度目星をつけて、現場を見てここだと決めるとい

うのがあります。その意味では、この転入してくる

そういう制度というのはきちんとあって、非常にわ

かりやすいんですけれども、最後の住む住宅とか、

こういうのもありますよと、一つの取っかかりにな

るような、そういう情報というのは掲載できないか

伺います。 

○政策課長（田中和幸君） ただいま中古住宅に関

しても市のホームページに掲載できないかという話

でございます。 

 現在、先ほど市長の答弁もございましたように、

住宅情報としては公営住宅と宅建協会へのリンクと

いう形での情報提供に現在とどまっております。今

後、先ほどございましたように、地方戦略をつくる

中で、そういうような実効性のある情報が提供でき

るというような状況になりましたら、そういうこと

も含めながら今後総合戦略の中で考えていきたいと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○５番（西中間義德君） ぜひ検討していただいて、

そういうものが取っかかりになって、本市に移住し

て来る人がおれば非常にいいのではないかというふ

うに思います。 

 次に、この転入者等が安定した雇用の場をどう創

出していくか伺いたいというふうに思います。 

 市のスローガンには「ひとが輝き 文化の薫る世

界に拓かれた まち」というのがありますが、「ひ

とが輝き」というのは地方創生のキャッチフレーズ

みたいなものですけれども、既にここにあります。

そして、この地方創生は、まち・ひと・しごと創生

法ということで、人とまちは入っておりますけれど

も、仕事がこの中にはないんですが、仕事がないと、

若者は安心して結婚、子育てができないというふう

に思います。この転入者等の雇用の創出をどのよう

に考えているか伺います。 

○市長（田畑誠一君） 地方創生の中で最も重要な

のは先ほどからお述べになっておられますように、

やはり私は仕事、雇用の確保だと思います。これは

非常に重要だと思います。雇用の確保は若者の定住

化、子供を生み育てる環境のためにも非常に重要な

テーマであると思っております。 

 そこで、この雇用の確保でありますけど、議会の

皆さん方と検討を重ね、企業誘致について西薩中核

工業団地の未分譲地を買い入れました。そして10年

間無償で企業に貸与する制度の創設や補助金の充実

を図り、積極的に雇用の創出に努めているところで

あります。この制度を、御承知のように活用して設

備投資がなされておる企業もございます。 

 今後はそういった企業誘致という外発的な手法に

加えて、本市が有する人材、資源、資金を最大限に

活用する６次産業化や農商工連携などによる高付加

価値化、また、市内市場の縮小を補完する他地域や

海外からの消費獲得などにも重点的に取り組む必要

があると考えております。 

 戦略の策定に当たっては、国により提供される地

域経済分析システム等の活用により、特性や課題等

を踏まえながら政策の検討をしてまいりたいという

ふうに考えております。 

○５番（西中間義德君） 大企業の誘致とかいうも

のはあれですけれども、先ほど、人材育成、人材の

確保ということで、６次産業化に向けてのそういっ

たものを取り組んでいくと、農林水産のというのが

ありました。 
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 今朝の新聞を見たら、東日本で被災に遭った町が、

中小企業の代表と話をしたときに、起業の町をつく

りたいというのがありました。大企業はありがたい

けれども、撤退した後が大変だ、小さい店がたくさ

ん起業するほうが有益であると。人口の少ないこの

町では数人規模でも影響力が大きいということであ

りました。 

 串木野は漁船のまちでもあるし、その漁船に伴う

いろいろさまざまな工具とかいったものを提供する

小さな店というか工場もありますけれども、そうい

うものの後継者対策というのも非常に大事かなとい

うふうに思います。 

 アメリカのオハイオ州のウィルミントン市という

のが、世界最大の物流企業で空港まで持っていたそ

うですけれども、2008年にこの会社が撤退をして、

関連企業を含めると市の雇用の３分の１が失われた

と。そうした中でこの市は、小さな、そういう先ほ

ど言った企業というか、地産地消の市場や職人の手

づくり業にこだわった工場など、地に足をつけた小

さな企業をたくさん生み出したと。そのことによっ

て、この市はよみがえったということがあります。

地元の地産地消、そして、この地元の起業家、小さ

な一人か二人でも、そういうところでもしっかり起

業していくような、そういう制度が大事であるとい

うふうに思います。 

 都市部の若者が過疎地域で地域活動を行う地域お

こし協力隊の活用をする考えはないかについて伺い

たいと思います。県内では離島でやっていました。

串木野はそれに当たるかどうかちょっとわかりませ

んが、屋久島とか種子島、そして甑島では、空き家

を利用して、アートの、そういうので地域おこしを

やっておりました。 

 全国の事例の中では、豪雪地帯で知られる新潟県

の十日町市の事例を紹介したいと思いますが、過疎

の山中にある廃校舎をレスリング道場に改築をした

と。それが、トップレベルの女子日本代表の合宿所

として注目を集めるようになり、地域に活力が生ま

れていると。また、この地域おこし協力隊では任期

満了後も６割の隊員が残って、家族を含めると退任

者23人を上回る28人が定住をしているというのがあ

ります。この地域おこし協力隊というのを活用する

考えはないか伺います。 

○市長（田畑誠一君） 地域おこしの協力隊につい

てであります。 

 本市では、同制度を現在のところでは活用してい

ない状況であります。都市地域からの人材を地方自

治体が委嘱し、地域に居住して地域おこしの支援や

農林水産業への従事、住民の生活支援などの活動を

行うもので、その定住、定着を図る取り組みとして

も、また、外からの視点を取り入れる点でも意義が

あると思っております。国においても、類似制度と

の統合により拡充を図る方針であり、他市町村の活

用実態等を参考にしながら、分野等も含めて活用を

検討してまいりたいというふうに思っております。 

○５番（西中間義德君） ぜひ、大事なことですの

で、活用するという方向で動くということですから、

ぜひしていただきたいと。 

 また、グリーンツーリズムも大事だというふうに

思っております。こちらに来て１泊したら、また大

人になってこちらに来てみたい、住んでみたいとい

うふうな形があれば、それもまた非常にいいのでは

ないかというふうに思います。 

 次の質問に移ります。 

 プレミアム商品券の発行と規模について伺います。 

 景気を下支えするための緊急経済対策を盛り込ん

だ2014年度補正予算が成立をしました。地方創生の

先行、地元商店街への後押し、景気好循環への期待

が寄せられております。姶良市では、一昨年発売し

たプレミアム商品券は、限定１万セットが、発売か

ら２週間で完売し、好評とのことでした。 

 本市も過去２回発行されております。その状況と

今回のプレミアム商品券の発行規模等について伺い

ます。 

○市長（田畑誠一君） 今、西中間議員がお述べに

なられましたとおり、本市においては、過去プレミ

アム商品券を、２回ほど発行いたしました。平成21

年度に、プレミアム率10％で１億1,000万円、平成

22年度には総額でプレミアム率自体は10％と同じで

すが、１億6,500万円の商品券を発行し、いずれも

完売をいたしました。 
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 今年度のプレミアム商品券の発行については、今

定例会に提案させていただくこととして準備をして

おりますが、内容につきましては、今度はプレミア

ム率を20％にして、総額３億円の規模となり、プレ

ミアム率、総額とも今回が最大となります。これに

より市民の皆様の消費換気を促し、ひいては商工業

の振興、景気対策につながるものと期待をしており

ます。 

○５番（西中間義德君） プレミアム率が20％とい

うことで１万円だったら１万2,000円のものが買え

ると。そして、過去の２倍から３倍という形の３億

円ということですので、これが本当に地域に及ぼす

影響というのは非常に大きいというふうに思います。 

 商品券は、地元の商店街を活性化するためのもの

と、大型店で使えるものと、前回分けておりますけ

れども、今回の対応もそういうふうに理解してよろ

しいでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 平成22年11月の発行の際に

は、地元商店街と大型店、考慮しまして、中小事業

者と大型店で利用できる券を分けてしました。中小

事業者での消費が増える、その結果、中小事業者で

の消費が増えるなど地域内経済活性化に資すること

ができたと考えております。好評でしたので、地元

商店街にも行き渡るように、今回の発行に当たって

も同様な取り組みになるように進めてまいりたいと

考えています。 

○５番（西中間義德君） ぜひデザインとか市民へ

の周知、その辺もよくしていただいて、すばらしい

プレミアム商品券をつくってほしいというふうに思

っております。 

 宮崎県の延岡では2008年から４年間、消費者の購

買意欲を図り、地域間経済を活性化するということ

を目的として、元気のべおか商品券ということで発

行しているそうです。2011年からは、延岡市住宅リ

フォーム商品事業を行って、４年間で約60億円の経

済効果が出ているというふうにありました。 

 このプレミアム商品券で、ぜひ地元の経済の活性

化を期待したいというふうに思います。 

 次の項に行きたいと思います。 

 次に、認知症対策について伺います。 

 厚生労働省は認知症施策推進総合戦略、新オレン

ジプランというのを打ち出しました。日本の高齢化

率は23％で世界一だと。65歳以上の高齢者に占める

認知症有病率も15％と、国際的にも突出していると

いうふうに言われます。 

 厚生労働省は2025年に国内で約730万人が認知症

になると推計をしております。ＷＨＯ世界保健機関

では、2030年に世界で6,570万人が認知症になると

推計をしております。これでいきますと世界の10人

に１人は日本人が認知症ということになります。 

 本市の防災無線で行方不明者の捜索願いというの

が放送をされておりますけれども、こういう認知症

患者等の行方不明の現状について伺います。 

○市長（田畑誠一君） 認知症の方の行方不明の現

状についてであります。 

 過去５年間に消防署等に防災無線等で捜索依頼の

あった件数は24件であります。 

 このうち、認知症または認知症の疑いといいます

か、のあられる方の捜索は10件となっております。 

 なお、捜索等の結果でありますが、22件中、亡く

なられた方が４件、それから、生存されておられた

方の発見が18件ということであります。 

 また、地域包括支援センターで構築しております

徘徊・見守りＳＯＳネットワークへの登録者は、今

年２月20日現在で25名となっております。 

 このシステムの登録者のうちで、25年度に１名と

今年度２名の方が行方不明となられ、防災無線等に

よる捜索と同時に、この徘徊・見守りＳＯＳネット

ワークで捜索を実施していただいているところであ

ります。 

○５番（西中間義德君） 今、行方不明者の現状に

ついての答弁がありました。24件、そして徘徊の25

名ということで、認知症の方は、そういう中で10件

ということでありました。 

 認知症患者を持つ家族にとって一番心配なことは、

行方不明になるということがすごく心配ですね。地

域の方に迷惑をかけるんじゃないかということが何

よりも心配だというふうに思います。 

 私も認知症の父を介護していた経験がありますの

で、そういう中で、２回ほど夜に出たことがありま
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した。２回ともたまたま見つけることができたんで

すけれども。今後、在宅医療、在宅介護を進める中

で、この認知症を支えるボランティアの存在という

のも大事ではないかというふうに思います。 

 ボランティアの認知症サポーターというのもあり

ますし、私が提案したいのは、地域には結構元気な

お年寄りの方がたくさんいらっしゃって、そういう

方にも認知症サポーターの講習を受けていただいて、

そして、地域でいなくなったというときに、すぐ対

応ができる人たちの登録ができないかというふうに

思っております。そういう方々が、誰さんがいなく

なったということで、地域を30分でも１時間でも、

山の中に入ったとかいうのはわかりませんけれども、

そういうふうにしていけば、もっと早く対応ができ

るのではないかと。そういう体制は、そういうボラ

ンティアの方々を登録できないか伺いたいと思いま

す。 

○市長（田畑誠一君） 在宅医療、在宅介護を進め

る中での認知症の方を支える地域ボランティアにつ

いてであります。 

 認知症サポーター養成講座の受講者数は、今年２

月14日現在で2,321名おられます。最近は、各学校

で親子で受講していただいたところでもあり、今後

は、全世帯で認知症への理解を深め、市民全体で見

守る体制の構築を図ってまいりたいと思います。 

 また、徘徊見守りＳＯＳネットワーク事業におい

ても、各事業所や各種団体の御協力をいただき、行

方不明時の捜索だけでなく、かね日ごろから認知症

の方に対する見守りや気配りをしていただき、行方

不明になられる前に気づき、保護できるような活動

をお願いをしているところであります。 

 なお、各公民館での捜索のシステムづくりを行政

においてすべきではないかという点につきましては、

それぞれの公民館におかれて家族の方からの捜索の

依頼を受け、各種事情等も考慮の上で、それぞれ判

断されていることと思っています。今後とも、自主

的な捜索活動として取り組んでいただければと考え

ておるところであります。 

○５番（西中間義德君） 自主的な取り組みという

のも非常に大事だというふうに思うんですけれども、

そういうこともきちんとまた進めていくという方向

は大事ではないかなというふうに思います。 

 以前テレビで、海外でも認知症の方もいらっしゃ

るようで、ベルギーかどこかで、認知症に対して地

域でしっかり見守りをする、対策をとりますよと。

認知症に対する、その接し方とか、そういうのを勉

強して、というのがありました。そして、お店にも

ステッカーが張ってあって、認知症の方に対しても

きちんと対応しますよと、そういうテレビがありま

した。そして、行方不明者がいたらＮＰＯが中心と

なって、そこから市役所、警察署とかそういうふう

に連絡が行って、２時間以内に見つけるというのが

基本だというふうにありました。２時間以内に見つ

けるということは非常に厳しいというようなことが

ありました。その意味で、この地域に、さっき市長

は自主的にという話でしたけれども、地域にそうい

う、いなくなったときのネットワークというものを

構築していけば、早い段階での気づきと、そして早

い段階での発見というものが大事になってくるとい

うふうに思いますので、ぜひまた、これも私自身も

またしっかりと勉強していきたいというふうに思い

ます。 

 次に、在宅医療、在宅介護の24時間体制について

伺いたいと思います。 

 この体制を、国は各自治体に2018年度までに設置

しなさいよということがあると思いますけれども、

在宅介護される家族の心配の一つに、いざというと

きに駆けつけてくる存在があれば、大変精神的に負

担が軽減をするというふうに思います。いつでも何

かあったら連絡してくださいねという声かけでも、

家族は安心をすると言われております。 

 また、在宅介護を進める中で、認知症介護、存在

というのは大きいというふうに思いました。先日、

認知症カフェがテレビで放映をされておりました。

カフェで、認知症の方がコーヒーを入れて振る舞う

姿、そしてその家族の方がそれぞれの思いで話をさ

れておりました。 

 この在宅医療、在宅介護を進める中で、24時間体

制について、どのように運営されるのか伺いたいと

思います。 
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○市長（田畑誠一君） 地域包括ケアシステム構築

に向けて、住民の意識の向上対策であります。 

 今後、団塊の世代が75歳以上となる2025年を見据

えて、医師会との連携により今年度は講演会や公民

館などにおいて出前講座等を実施いたしました。

421名の方が受講しておられます。とともに、社会

福祉協議会が中心となりますが、地域包括支援セン

ターも一緒になって支え合いマップを作成すること

で、地域の支え合い体制の強化と地域住民の意識を

高める手だてを講じているところであります。 

 また、訪問看護ステーションとしては、現在、市

内には１カ所ありますが、24時間の定期循環随時対

応型の訪問介護・看護のサービス事業所はありませ

ん。在宅医療、在宅介護を進める上では必要なサー

ビス事業所と考えており、第６期介護保険事業計画

においては、平成29年度には１カ所整備できるよう

にと考えております。今後も医師会等と協議を進め

る中で、整備が図られるように取り組んでまいりま

す。 

○５番（西中間義德君） その24時間体制というの

は在宅介護をされる家族にとっては非常に大事だと

いうふうに思います。１カ所、そういう形でできる

ということですけれども、2025年までにこの地域包

括ケアシステムの構築をしていかないといけないと

いうふうにあります。また、この福祉の充実も、地

方創生につながっていくというふうに思うし、また、

大事な雇用の場でもあるというふうに思います。し

っかり取り組んでいくべきだというふうに思います。 

○議長（下迫田良信君） 西中間議員、質問の途中

ですけれども、ここで昼食のため休憩をいたします。

再開は１時15分といたします。 

             休憩 午後０時01分 

             ───────── 

             再開 午後１時14分 

○議長（下迫田良信君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

○５番（西中間義德君） 次に、通学路の安全対策

について伺いたいと思います。今朝ほども答弁があ

りましたけれども、今後二度と悲惨な交通事故が起

きないように大人の責任として対応していきたいと

思っております。 

 先日27日に事故現場での診断が行われて、さまざ

まな意見が出たというふうに思います。今回の事故

を受けて安全対策についての対応と、一昨年行われ

た通学路安全診断についての課題にどのように取り

組まれたか伺います。 

○教育長（有村 孝君） 平成24年８月、３日間に

わたりまして市内全ての小学校から出されました通

学路の危険箇所として報告された57カ所につきまし

て学校ＰＴＡ、あるいは公民館関係者、道路管理者、

警察等の関係機関が合同点検を実施いたしておりま

す。 

 翌月の９月27日には、関係機関が一堂に会しまし

て合同対策会議を実施して、歩道のカラーリングや

路面標示、また、ガードパイプの設置、ゾーン30の

指定、取り締まりの強化、交通安全指導の強化など

各機関が対応可能な対策について検討を行いました。 

 それ以降、関係機関と連携を図りながら安全対策

の進捗状況を随時確認をしながら現在までに44カ所

において対策が完了して、残り13カ所について安全

対策が完了するように引き続き取り組んでいるとこ

ろでございます。 

○５番（西中間義德君） この事故を受けて、地元

からも信号機の設置は早くしてほしいというふうに

言われております。 

 この現場診断を受けて、市来小学校の校長先生が

おっしゃっておりました。児童生徒は今でも事故が

あった横断歩道を渡っている、一日も早く信号機の

設置をしてほしいと。また、指摘している危険箇所

はまだほかにもあるというふうに訴えておられまし

た。現場診断で検討された課題にスピード感を持っ

て対応していただくように申し伝えたいというふう

に思います。 

 市長もこの現場診断に参加をされているんですけ

れども、この270号線を通れば、松山集落のところ、

そしてまた、田崎酒造のある横断歩道というのはほ

とんど白線が消えていますね。さまざまなそういう

ことも、通学路の安全点検とともに一般道について

も、そういう箇所があればすぐ国道事務所とか連絡

をしていただいて、早目の対応というものをしてい



 
- 40 - 

くべきではないかなというふうに思います。 

 小さな児童のこの犠牲の上にさまざまな対処をし

ていくというようなことが今後ないように、また、

本市もこの１年ぐらいで３人の死亡事故というか、

あると思います。交通事故死亡ゼロを目指して取り

組むべきだと思います。市長の見解があれば伺いた

いと思います。 

○市長（田畑誠一君） 先ほどの原口正敏議員から

も痛ましい事故のことについていろいろお話がござ

いました。私も申し上げましたとおり、私どもも三

役そろって御挨拶に伺ったんですけれども、頭を包

帯で覆った、いたけない子供のあまりに痛々しい姿、

天国へいきなり旅立たされて無念な思いの姿、顔の

表情が脳裏を本当に離れません。みんな本当に同じ

思いだと思います。 

 ２月27日に学校当局はもちろん、地域の公民館長

さん方、交通安全協会みんなで、議員の皆さん方も

一緒に現場診断をして強い要望が出されたわけです

が、その際、地域の皆さん方から、早くから要望し

ていたじゃないかという声が非常に、何といいます

か、皆様方の憤りというか、思いを一言であらわし

ているというふうに思いました。 

 私はあのときに申し上げましたとおり、やはりこ

こ三十二、三年ですか、この30年余りの間に同じ道

路で、同じ場所で、１キロ足らずの範囲内で、その

間に３人もいたけない子供たちの事故があったんで

す。この事故率、事故発生ということを重く見るべ

きだということを強くお訴えをいたしました。皆さ

ん同じ思いであられましたので、一日も早く児童に

対する供養と申しますか、犠牲になった児童に対し

ても、一日も早く、みんなの力で警察のほうに強く

訴えて、早急に私は対応していただくものと信じて

おります。これからこういうことがないように地域

を挙げて、学校を挙げて、みんなでソフト面につい

ても守っていきたいなという思いであります。 

○５番（西中間義德君） 二度と本当に、小さい児

童の犠牲の上にさまざまな検討をすることがないよ

うに、対応できることについてはしっかりと早目の

対応をしていただきたいというふうに思います。 

 では、次のＩＣＴ教育情報通信技術とＩＣＴ教育

について伺いたいと思います。 

 電子黒板の活用について伺います。平成21年４月

に１校に１台、計14台シート方式の電子黒板を導入

しております。この電子黒板がフルに活用されてい

るのか、その活用状況を伺いたいと思います。 

○教育長（有村 孝君） 電子黒板の活用について

でございます。 

 電子黒板は教材文を映し出したり、また、教科書

の挿絵や写真、図、あるいはグラフ、動画などを映

し出したりして活用しているわけでございます。ま

た、直接画面にアンダーラインを引いたり、文字を

書き込んだりすることもできます。議員お説のとお

り、平成21年度に各学校に１台ずつロール式の電子

黒板を購入して設置してございます。現在、各学校

ではＩＣＴ活用に堪能な教員がリーダーシップを発

揮しながら活用している状況でございます。 

 電子黒板を増やすことについてでございますが、

電子黒板は多機能なものが開発されておりますので、

１台当たりの価格はかなり高価でございます。活用

状況につきましては、100％フル稼働というわけに

はいきませんが、それぞれ学校１台ずつでございま

すので、お互いに譲り合いながら活用しております。

ロール式の電子黒板でございます。 

 以上でございます。 

○５番（西中間義德君） フルに活用されていると

ころもあれば、そうでないところもあると。１校に

１台という小規模校であったら使い勝手がいいと思

いますけれども、大型校であったら１校に１台とい

うのは非常に使い勝手が悪いのではないかと。お互

いに遠慮して使わないとかいう形もありますし。や

はり今後、タブレットのそういう端末を使うという

こと等を考えれば、一教室一つの電子黒板というの

は必要ではないかなというふうに思います。全教室

が114ぐらいですかね。そうなれば、１台ずつこの

電子黒板というのは必要だと思いますけれども、そ

の辺の導入についての考えはないですか。 

○教育長（有村 孝君） 確かに学校１台では、み

んな遠慮して使わないんじゃないかという議員のお

説もございます。そこで、電子黒板と同じような機

能を持ちます大型のデジタルテレビ60型を整備して
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いきたいと考えておりまして、来年度は各中学校に

まず３台ずつ予算計上をお願いしておりまして、年

次的に整備していこうと考えているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○５番（西中間義德君） 今、大型テレビを設置を

していくという答弁がありましたけれども、この大

型テレビと電子黒板とは違うものですよね。 

○教育長（有村 孝君） 大型テレビというのはも

ちろん受信機能もありますけれども、パソコンと直

結しましていろいろ操作ができまして、映像あるい

は子供たちの作品を展示するとか映し出すとかでき

ます。電子黒板のほうは、より多機能でございまし

ていろいろ、もちろんどちらもカラーなんですけれ

ども、非常にいろいろな操作ができまして、例えば

回転ができるとか、三次元の世界を見せるといった、

非常に電子黒板特有の機能を兼ね備えておりまして、

ただ学校の授業で使う範囲内では大型テレビで十分

間に合うんじゃなかろうかなと。と申しますのは、

先ほど申しましたようにパソコンと直結しています

ので、パソコン機能で大型テレビに映せるというこ

ともございますので、十分賄えるんじゃないかなと

考えているところでございます。 

 なお、最近の電子黒板は多機能で高価です。大型

テレビの数台分はします。ですから、それよりも大

型テレビジョンを入れたほうがいいということで考

えて計画を立てているところでございます。 

○５番（西中間義德君） 今後、タブレット端末を

使っての授業という形を考えると、大型テレビでは

使えないですよね。数年後には多分このタブレット

は後で言いますけれども、使ってくると思いますけ

れども、そうなると何か無駄なお金をかけるような

気もしないでもないですね。いずれ電子黒板が必要

になってきて、その大型テレビから電子黒板に変わ

ってくるというふうになるのではないですか。 

○教育長（有村 孝君） タブレット端末は御承知

のとおり、小型のノート型パソコンの携帯用と考え

ていただければ。大小いろいろありますけれどもね。

ですから、パソコンと同じような働きをするもので

ございまして、電子黒板と今申します大型テレビと

いうのはまたタブレットとも十分に接続はできると

思いますので、大丈夫じゃないかなと思います。 

 個人持ちなのはもうタブレット形式ですね。それ

にもちろんもとになるパソコンはあるわけですので、

タブレットとつなぐですね。ですから、電子黒板と

大型テレビ、大体同じような機能がありますので、

タブレットとはまた一緒に使えると考えております。

端末とはですね。 

○５番（西中間義德君） 私もそう詳しくはないの

で、あれですけれども、今、おっしゃったことが果

たしてそうなのかなという疑問はありますけれども、

私は昨年８月に同僚議員と武雄市のＩＣＴ教育の実

態の視察に行きました。 

 佐賀県の武雄市では平成26年度に全小学校児童へ

タブレット端末を貸与しております。今年の４月か

らは中学校生徒全員にタブレット端末を貸与する予

定です。予算が３億円ということでした。それでタ

ブレットは持ち帰りを前提としておりまして、タブ

レットに学校で７本程度の動画をダウンロードして、

家庭で学習して、翌日授業で議論や教え合いをしな

がら授業を進める反転授業というのを行っておりま

した。学校ではつながるネット環境も、このタブレ

ットは家庭ではつながらないという方式をとってお

りました。 

 県内ではタブレットではないですけれども、山下

小学校が全教室にこの電子黒板の設置ということが

平成23年から24年に「みずから考え表現していくグ

ループ学習」ということで、そういう研究校になっ

ているようですけれども、このタブレット端末を利

用した授業をする考えはないかを伺いたいと思いま

す。 

○教育長（有村 孝君） 今、議員がおっしゃいま

したタブレット端末を利用した授業についてでござ

いますが、タブレット端末は、現在、川上小学校に

５台整備をしております。漢字のドリル学習、ある

いは計算ドリルの学習、あるいは算数科の図形学習、

社会科、理科の調べ学習等に活用しております。私

も実際、授業参観いたしましたが、個人で持ってい

るわけです、一人ひとりの子供がですね。 

 タブレット端末につきましては、平成27年度教職
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員の研修会等を開催するとともに、タブレット端末

だけではなくて先ほど申しました大型のデジタルテ

レビ、電子黒板、デジタル教科書などＩＣＴ整備に

係る年次計画を検討して作成してまいりたいと考え

ております。したがいまして、タブレット端末につ

きましての授業は本市でも行われていると。特に小

規模校の授業等には有効ではなかろうかなと考えて

いるところでございます。 

○５番（西中間義德君） ぜひ全生徒に使えるよう

な形でしていただきたいというふうに思っておりま

す。 

 今年も県の当初予算で1,399万円計上して、県は

特別支援学校や過疎地、離島の小規模校などでタブ

レットやテレビ会議システム導入をするというふう

にありました。先日の報道では、妙円寺小学校で信

州大学との連携で４年生か５年生が１学級40人の、

タブレット端末を使っての学習があったというのが

報道されておりました。予算はもちろんかかるわけ

ですけれども、今後のことを考えたら先進地として

の取り組みというのも必要ではないかということを

思いますが、再度伺いたいと思います。 

○教育長（有村 孝君） 先ほど来、申し上げまし

たように、このタブレット端末を活用した授業とい

うのは特に小規模校の授業等にはより有効な教育機

器じゃなかろうかなと思っております。先ほど申し

ましたように、大型テレビとか電子黒板を総合的に

導入を今、計画をしております。とりあえずは大型

テレビをということで計画しておるんですが、ただ、

タブレットの先進校といいましょうか、実は昨年度、

ある大学の先生に来ていただきまして、教職員の希

望者に講習会を２度ほど実施しております。これは

夏季休業中でしたけれども、そういうようにして教

職員についてはもうタブレットの研修を始めている

と。市としましては27年度に本格的にタブレット導

入の仕方、活用の仕方、そういうのを研修していこ

うかなと考えているところでございます。先進地の

もちろん視察等も視野に入れております。 

○５番（西中間義德君） ぜひ、そういう方向で進

めていただきたいというふうに思います。 

 以上で全ての質問を終わります。 

○議長（下迫田良信君） 次に、濵田尚議員の発言

を許します。 

   ［10番濵田 尚君登壇］ 

○10番（濵田 尚君） まずは、言葉にはなりませ

んが、２月12日に発生いたしました交通事故で亡く

なられた浜田葵君の御冥福をお祈りしますとともに、

今なお、大けがを負い治療中であるお子さんの一刻

でも早い回復を願っております。 

 それでは、通告に従い交通安全対策について質問

いたします。小学生の保護者として、また、車両を

扱う者として二度とこのような悲惨な事故を発生さ

せてはならないという強い思いで行いたいと思いま

す。 

 さて、小学生の通学時における交通事故は、これ

までも大きな驚きと衝撃を受けられたことと思いま

す。近年では、平成24年４月に京都府亀岡市で悲惨

な事故が起きております。集団登校中の児童と保護

者の列に軽自動車が突っ込み３人が死亡し、７人が

重軽傷を負ったというものでありました。また、そ

の４日後にも千葉県館山市で通学途中の小学生の列

に車が突っ込み児童１人が死亡、さらに愛知県岡崎

市でも２名が重傷を負うなど、同様の交通事故が同

時期に連続して発生をいたしました。 

 このような事態を受けて、５月１日付で文部科学

省から各地域の学校、警察、道路管理者等が連携共

同して通学路の安全点検や安全確保を図ることにつ

いての依頼がされました。そしてその後、本市でも

それぞれの地域で通学路の危険箇所の一斉点検が実

施され、さまざまな箇所が指摘されたところであり

ます。 

 そこで、その結果を受けて、これまでの措置や対

応、そして本来安全であるべき通学路において事故

が起きたことの重大性から、今後事故を繰り返し起

こさせてはならないための今後の対策について伺い

ます。 

 以上で壇上からの質問といたします。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 濵田尚議員の御質問にお答

えをいたします。 

 今回の事故を受けまして、先ほど来、いろいろ御
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質問をいただいておりますが、平成24年に実施した

通学路の合同点検後の対応等につきまして、具体的

な面につきましては、教育長のほうに答弁をいたさ

せますので、よろしくお願いをいたします。 

○教育長（有村 孝君） ただいま濵田議員のお説

のとおり、平成24年、全国的に通学中の保護者、子

供の列に車が突っ込んだり、死亡事故が、本当に大

きな重大事故が連続して起こりまして、そして、先

ほどもありましたように、本市でも通学路の総合点

検をしているところでございます。24年の８月に学

校から上がってきました57カ所について関係機関が

集まって合同点検を実施いたしております。 

 そして、翌９月27日には、関係機関が一堂に会し

まして合同対策会議を開催しておりまして、その後、

歩道のカラーリングや路面表示、それからガードパ

イプの設置、ゾーン30の指定とか、あるいは交通取

り締まりの強化、そしてまた、学校における安全指

導の強化、それぞれ各機関が対応可能な対策を実践

して検討を行っているところでございました。それ

以降、随時、関係機関と連携を図りながら現在まで

に44カ所の危険箇所につきまして対策が完了し、残

り13カ所において対策の完了に向けて関係機関と随

時連絡をとりながら進めているところでございます。 

○10番（濵田 尚君） 57カ所を抽出されて現在ま

でに44カ所されたということであります。私もＰＴ

Ａといたしまして市来小のその合同点検に参加をし

た記憶がございます。その当時はさまざまな箇所が

あって、270号線のところは私たちはちょっと点検

には回らなかったわけでありますけれども。やはり

まだ13カ所が残っているということであります。 

 市来小の関係で言いますと、現場を見ますと、確

かに信号の設置も重要でありますけれども、速度が

50キロで南のほうから走ってくれば、50キロの規制

で来まして、横断歩道の100メートル手前で、ここ

から40キロですよというような表示になっておりま

す。実際、法定速度の50キロでも１秒間に14メート

ル進むわけですね。それを考えたときに、果たして

あそこからが40キロでいいのかと思いますね。 

 その当時、田崎スタンドのところの横断歩道のと

ころは点検をしました。しかしながら、その横断歩

道を設置して歩行者がたまる場所の確保が難しいと

いうようなこともございました。それでしたら、既

存の横断歩道を活用しながらも速度の制限はするべ

きだと思います。日置市から来れば本当に下り坂で、

必然、スピードは出ております。そういった中でそ

のまま侵入していって、40キロここからですよとい

うようなことで皆さんすぐ40キロに落とすかといえ

ば、そうではないと思いますので、やはり速度の制

限もせんないかん時期にあるのかなと思っておりま

す。 

 そして、大里の国道の件ですけれども、反射鋲の

設置が25年にされております。歩道を気をつけてく

ださいというような意味で反射鋲というのが設置さ

れたわけでありますけれども、あそこを通るたびに、

子供たちはいつの間にか広がって友達と楽しく通学

しているわけですけれども、ちょっと間違えば歩道

からおりてしまう。そして、小学生の高学年になれ

ばそういうことはもう余りないんですけれども、例

えば幼稚園生もあそこを今、保護者さんと一緒に、

現在、事故が起きてからはちょっとわかりませんけ

れども、それまでは保護者さんと一緒に通園してお

りましたけれども、やはり幼稚園生は本当に危ない

なという印象を受けます。それまでは大里川の堤防

を通学路としておったわけでありますけれども、防

犯上いろいろ問題があるということで、人目のつく

国道を選んだわけでありますが、果たして今の状態

でどうなんだろうかなと思うところであります。 

 例えば、旭小校区の芹ヶ野地区も今、ガードレー

ルを本当に丈夫なやつに整備をされております。そ

して、この近辺では伊集院の北小は、つつじヶ丘団

地から通学をする子供たちもたくさんいらっしゃい

ます。その子供たちを守るためにガードレールとい

いますか防護柵といいますか、歩道に防護柵も設け

てあります。そのようなことを考えれば、大里の３

号線、広いところもありますけれども、狭くて危険

だと指摘された大里郵便局の周辺とか、Ａコープか

ら下手中のあの周辺とかというのはやっぱり早目に

対処をしていただきたいと思います。 

 そういったことも保護者さんからも出たと思うん

ですけれども、その大里の国道に関してはどのよう
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な話が出たのかお伺いいたします。 

○教育長（有村 孝君） 国道３号線のガードレー

ルについてですけれども、その前に通学路をという

のを少し御説明してみたいと思うんですが、通学路

につきましては、校区内の道路事情を十分に考慮い

たしまして、保護者と話し合いながら子供たちの安

全を最優先に学校長が決定しております。そして、

この決められた通学路に沿って登下校するというこ

と建前になっておりまして、それで今実践している

わけでございますが、国道３号線の大里のガードレ

ールの設置につきましては、歩道が狭いなどの理由

からガードレールの設置は困難と判断されまして、

平成24年の合同点検以降一部歩道縁石の上に先ほど

ありました反射鋲を設置するなどの対策などが行わ

れました。 

 今後は、先ほどからありますように、３号線を含

めて、個々の危険箇所について、今年度新たに立ち

上げました市の通学路安全推進会議の中で対策を検

討しながら、また地域の方々の意見も十二分に入れ

ながら対策を検討してまいりたいと考えております。 

○10番（濵田 尚君） 設置が難しいということで

ありますけれども、その難しい設置を何とかしなけ

ればならないんだというような強い要望をしていた

だきたいと思います。そして、歩道においても、事

例ですけれども、やはり子供たちがしっかりここを

歩くんですよというカラーの歩道をしているところ

もあります。そういったところで、何が一番効果的

なのか、もしガードレールができないのであれば、

どういう措置をしていけばいいのかといった研究に

早く取り組んでいっていただければと思っておりま

す。 

 次に移りますけれども、まだ次の項目ではないで

すが、あそこの横断歩道で確かにこれまで３件の死

亡事故があったのは確かです。それまでも本当に接

触事故ではあったんだけれども、けがはないという

ような事例もあったようであります。ですから、重

大事故に至るには相当ないろいろな、ヒヤリ・ハッ

トがたくさんあって、その一角が重大事故になると

いったところで、学校でもそういったヒヤリ・ハッ

トの事例をとにかく皆さんからどんどん出してもら

う。それを情報化して学校で共有する。そして、保

護者さん、先生、みんながそういったところをする

といったことも必要ではないかなと思っております。 

 このヒヤリ・ハット事例の収集なんかはこれまで

は、まあ恐らくあったと思うんですけれども、どの

ような形だったでしょうか。 

○学校教育課長（有馬勝広君） 交通安全指導の一

環としての学校の取り組みでございますが、２月12

日の大変痛ましい事故を受けまして、臨時の校長会

をしまして、教育長から通学路の再点検の指示をい

たしまして、各学校におきましては通学路の再点検、

危険箇所等はないか、もう一度子供たちの安全指導

についてはどうだったのか、今後進めるべき安全指

導はどうあるべきかという対策を各学校長がリーダ

ーシップをとりまして各学校の交通安全指導をして

いるところでございます。 

 今、ヒヤリ・ハットということでございましたけ

れども、今、学校では通学路の、その小学校区の地

図をもとにしましてどこのポイントが立哨指導がな

されているか、どこの交差点には信号機があり、交

差点の中で信号機のない交差点はどこなのかという

ことを極力学校のほうで再確認をしているところで

ございます。 

 学校にはこれまでも交通安全マップ、これは防犯

マップも含めまして作成してございます。それはそ

れぞれの学校が４月にもう一度校区内を点検しまし

て、例えば防犯上の危険な箇所とか、あと交通事故

でも、これまでに自転車の事故、あるいは接触事故

とかが発生した場所というのを交通安全マップに記

入しておりますので、学校ではそれをまた保護者に

も配るなどしまして啓発をしているところでござい

ます。 

 そういうことをまた広く、各学校区も市内の中は

いろいろ広うございますので、中学校区ともまた小

中連携で情報共有したりすることも取り組みをして

おりますが、今後やはり、さらに保護者、地域の方

の御意見を含めたそういう危険箇所の集約といいま

すか情報化、そして情報の共有化というのをしてい

く必要があると思っているところでございます。 

 以上です。 
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○10番（濵田 尚君） 情報の共有化をしていただ

きたいと思います。 

 市来小からもこの事故後の取り組みについてとい

ったことで保護者さんに説明があったわけでありま

す。学校としたら信号機は四つの箇所に設置をして

もらいたいといった考えでございます。そういった

ところで、もうとにかく事故を起こしちゃならんと

いう強い思いで学校も望んでおりますので、できる

ことはとにかくやってやるというような意気込みで、

二度と事故がないような体制をつくっていただきた

いと思います。 

 次の項目に移ります。 

 ２番目ですけれども、鹿児島県は３年連続で交通

事故で死亡者が増えております。いちき串木野市で

も平成25年度に129件の交通事故が発生いたしてお

ります。平成18年度の266件からすれば大分減って

はいるわけですけれども、このような事故を受けて、

交通事故撲滅に向けての活動や取り組みというのを

行政としてどのように進められていくのかお伺いを

いたします。 

○市長（田畑誠一君） 今朝からずっと皆さん真剣

に御質問なさっておられるわけでありますが、とに

かく今回の事故を受けて信号機の設置があって、し

とったらなかったかもねという思いで、行政を預か

る者として非常に責任を感じております。したがい

まして、今言われましたとおり、この間道路診断で

も申し上げましたが、とにかく１キロ足らずのあの

道路で、30年ちょっとで３人亡くなっているわけで

すから、児童が。このことを大事にしてくださいよ

ということをお訴えいたしましたので、皆さんとと

もにですね、一日も早く実現してくださると思いま

すし、要望し続けてまいりたいと思います。 

 ふだんの交通事故撲滅についての市の取り組みで

すけれども、春と秋、または年始に、関係者が一堂

に会して旗の波活動などを行っておりますが、また、

毎月１日及び20日には広報車による交通安全の啓発

活動を行っております。市内の幼稚園、保育園、小

学校、中学校においても交通安全教室を実施をして

おります。また、地域によっては、まちづくり協議

会の皆様が自主的に、地域における交通安全上注意

が必要な箇所を確認をされて、必要に応じて自治公

民館の方々が子供たちと一緒に横断歩道を渡るなど、

交通安全指導の取り組みをしておいでのところもあ

ります。 

 今後、交通安全上の危険箇所の情報収集及び市民

への周知につきまして、どのような形で取り組むこ

とがより効果的なのか検討してまいりたいと考えて

おります。 

○10番（濵田 尚君） 今、市長から答弁いただき

ました。 

 情報収集しながらどういった形で市民の皆さんに

周知していくのかということで、先日３月２日の新

聞に姶良警察署の取り組みが新聞に載っておりまし

た。それは、交通事故多発地帯が一目でわかるよう

な大きなマップを姶良警察署でつくって、それを見

てもらって事故の減少につなげようとしているわけ

であります。そのマップを市役所や今後、加治木、

蒲生の両支所にも掲示を検討しており、注意喚起を

図るといったような取り組みがなされておるわけで

あります。 

 それと、ある自治体では、交通安全ハザードマッ

プといったものを作成しまして、ホームページ等に

掲載しながら、こんなところが危ないですよ、こん

なところに危険が潜んでいますよというような注意

喚起をするような取り組みもやっております。その

ためにはやはり、市民の皆さんからいろいろな情報

を集めることが必要でございまして、とにかく情報

を集めようということで、市内の皆さんにヒヤリ・

ハットしたマップの作成に関してのアンケート調査

もされております。そのアンケートを出していただ

きながら危ない箇所の抽出を行っているようであり

ます。 

 この姶良警察署の取り組みもですけれども、それ

をまたホームページ等で掲載して注意喚起を促すと

いった意味で、こういった取り組みも必要ではない

かなと思うわけでありますけど、市長、どのように

お考えでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 今、姶良市の例をお出しに

なられまして、いろいろな説明がありました。交通

安全ハザードマップ、または同時にヒヤリ・ハット
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といいますかね、体験箇所、そういった情報収集を

して方針を打ち出す、安全対策を打ち出すというこ

とは極めて大事だと思っております。まだ今、現段

階では本市の場合はこれまで取り組んでおりません

ので、今、お話なさいましたような先進地事例等を

参考にしながら研究してまいりたいというふうに思

っております。 

○10番（濵田 尚君） ぜひ研究検討をして、実現

できるようにしていただければと思っております。 

 それと、ゾーン30のことで聞きますけれども、ゾ

ーン30が施行されてからもう２年ぐらいになります

かね。そのゾーン30の効果というのはどのような感

じでしょうか、お伺いいたします。 

○市長（田畑誠一君） ゾーン30は車の最高速度を

時速30キロに規制することで歩行者の安全を守るた

めであります。照島地区で昨年９月から運用されて

おります。ゾーン30では規制の標識と路面表示が設

置をされて、通行する車両への交通安全についての

啓発、そういった面で効果があるんではないかと思

っております。 

 また、通学する子供たちも、ゾーン30のところに

差しかかって、交通安全に対する意識を高めてくれ

るんじゃなかろうかと、そんな効果があると期待を

しております。 

○10番（濵田 尚君） 確かにゾーン30内、私も運

転をしていまして、以前よりマナーがよくなってい

ると思います。車の運転をする皆さんがこれだけマ

ナーがよくなるのはどうしてかなと自分なりに考え

ますけれども、やはり入り口、入り口に、ゾーン30

ですよ、ゾーン30ですよ、ここからはゾーン30のと

ころですよと、たくさん表示がありますよね。あの

表示があることで、安全運転をとにかくしてくださ

いというのを何度も何度も訴えかけられているよう

なものだと思っております。そういった意味で、各

学校の通学路の周辺に、通学路ですよといった表示

なんかももっとあってもいいのかなと思っておりま

す。 

 串木野小学校の周辺を例に挙げますと、通学路の

表示はあるんですけれども、もう本当、消えかかっ

ている状況です。そして、そういったところで横断

歩道も県道ですけれども、消えかかっております。

今度要望が出ているのは、浜ヶ城の下にも横断歩道

の設置の要望が上がってきておりますけれども、そ

の手前のところの横断歩道の白線も消えかかってい

ると。そして、標識が街路樹と重なってなかなか見

えにくい場所等もございますので、そういったとこ

ろも、先ほどの学校だけの一斉点検じゃなくて、全

市で一斉点検を行って、より安全な、安心して過ご

せる、交通事故ゼロになるような取り組みをしてい

ただきたいと思っております。 

 270号線の関連で言いますと、先ほど市来港線が

できたことで、小学校は通らずに迂回して来られる

んですけれども、地元の人からは国民宿舎の前が非

常に危ないということで私も要望を受けております。

課長のところにも、以前は茶色のラインを引いて注

意喚起をしておったわけでありますけれども、以前

そこでも死亡事故もございましたので、そういった

箇所の点検、そしてもうせんないかんところは早目

に処置をしていただきたいと思います。 

 そしてやはり保育所や幼稚園の周辺、基本的には

お迎えで来るわけでありますけれども、お迎えに一

緒に行った子供さんたちが集まるわけですよね、照

島にしても市来の保育所にしても。その周辺が事故

が起こしやすいような場所でもありますので、そう

いったところも十分見てもらいながら、危ないとこ

ろは注意喚起の何か措置をしていただければと思っ

ております。 

 そして、最近この交通事故関係で言えば、高齢者

が被害者になる事故も増えております。そしてまた

逆に、高齢者が加害者となる事故も増えております。

私どもも、トラックの関係でも、高速道路で逆走し

てきたときにどう措置するかといったような勉強も

しておるわけでありますけれども、現実として高齢

化社会の中で、ちょっとルールを逸脱してしまうよ

うな事例もあります。この高齢者が被害に遭わない、

そして加害者にならないために高齢者の交通安全対

策は、どのような対策が行われているのかお伺いい

たします。 

○市長（田畑誠一君） 全ては交通安全事故を起こ

さない、悲惨な事故を起こさないための備えであり
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ます。今、先ほどから力説しておられますとおりゾ

ーン30があると、そこに入ったら気をつけようと、

で、啓発されたという思いになるというお話をされ

ましたが、やっぱりこのゾーン30の効果というのも、

さっき申し上げたとおり道路を通っている皆さん、

とりわけ学童の皆さん方も、そこのゾーン30に入る

ことによって、ここは危ないんだという意識を持っ

てくれるであろうし、ドライバーの皆さんが何より

も、ここは学童が多いんだという気持ちになる、そ

のことが大きな抑止力になって事故の未然な防止の

方向へ向かうというふうに思っております。 

 加えて、今、高齢者の交通安全啓発についてのお

話をなさいましたが、自治公民館や高齢者クラブの

皆さんに対しまして警察署の方々と連携して交通安

全教室の出前講座とか、あるいは鹿児島県警察本部

のさわやか号による交通安全教育を実施しておりま

す。去る２月５日には次年度の開催に関する案内文

書を全自治公民館長さんに送付したところでありま

す。 

 なお、公民館、高齢者クラブ等への交通安全教室、

出前講座ですけど、昨年度は３回しております。本

年度は２月末までに12回開催しております。前年度

に比べ交通安全に対する意識の向上が図られたので

はないかと思っております。今後も、公民館、高齢

者クラブ等での交通安全教室の開催につきまして広

報に努めますとともに教育委員会で開催している高

齢大学での実施も検討してまいりたいとういふうに

考えております。 

○10番（濵田 尚君） そういった地道な活動の積

み重ねが事故ゼロを目指すところだと思っておりま

すので、積極的にしていただきたいと思います。 

 先ほどのちょっと補足ですけれども、交通安全の

ハザードマップの関係ですが、やはりそういった取

り組みをしたものを市内の各事業所さんにも、かな

り通勤されている人たちもいらっしゃると思います。

なかなか本市での本当に危ない場所がどこなのかと

いうのが余りわからないわけですよね、会社に来て

しまえば。ですから、社員の一番最初の教育のとこ

ろでもありますし、年に１回はこういったところが

危ない場所ですよといった社員教育もしていただき

たいと思います。そういったことは大事なことであ

りますので、ぜひ、していただければと思っており

ます。それは何かできそうですよね、市長。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど来お述べになってお

りますとおり、この交通安全の防止のためには、も

う本当に情報収集、ハード面の整備はもちろんであ

りますけれども、ソフト面の指導もですが、そうい

った全てを含めた情報収集が極めて大事だと思って

おります。そういった面でハザードマップ、あるい

はヒヤリ・ハットという地点などをちゃんと情報収

集せよというお話でありますが、おっしゃいますと

おり、情報収集したその情報を多くの方に周知して

初めて効果があらわれる。周知の方法についてやは

り今後も気配りしていきたいというふうに思います。 

○10番（濵田 尚君） 交通安全の施策を展開する

上では、市民の皆さんもですけれども、私は職員の

皆さんの協力も不可欠だと思っております。住民の

皆さん以上に気をつけていただきたいと思いますし、

私は模範となってしていただきたいと思っておりま

す。職員の皆さんの交通安全の意識が高まることが

大事であります。職員のこの規定や交通違反なんか

の報告義務といったのは、どのような形で機能され

ているかお伺いいたします。 

○総務課長（中屋謙治君） 職員の交通安全の関係

ですが、法令違反がないようにということで機会を

捉えて周知を図っておるところです。これについて、

もし違反があったときには報告をするようにという、

このような規定は設けておるところでございます。 

 終わります。 

○10番（濵田 尚君） 100％されているかどうか、

そこはもう問いませんけれども、これからは100％

報告をすべきだと思います。というのは、やはり報

告して、こういうことがあったらいかん、二度と交

通違反を犯してはいかんというような強い戒めにも

なると思います。そういったことが庁内全部に広が

っていって、みんなが交通安全を指導する立場にな

ればいいかなと思っております。ぜひ、ほかのとこ

ろでは職員の交通安全推進委員会の設置なんかもさ

れている市もあります。やはり職員の皆さんが一丸

となって取り組むというのが大事なことであります。 
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 この項最後になりますけれども、二度と悲しい、

痛ましい交通事故を起こさないためにもできること

は何でもやるという姿勢で、市長、教育長、取り組

んでいただければと思います。この項を終わります。 

 続きまして、街路樹及び公共施設等の樹木の管理

についてであります。 

 街路樹の役割といたしまして、道路からの粉じん

や騒音を抑える、そして安全通行を助け、交通事故

の被害を軽減する、火災の際延焼を防ぐ、都市の気

温を調整する、まち並みに統一感を持たせる、潤い

や安らぎを与える、そういった役割を持って植樹さ

れてきているのであります。 

 特に高度経済成長期における道路整備とともに、

多くの街路樹が植栽されてきました。近年では街路

樹を積極的に植栽はされてはおりませんけれども、

しかしながら30年、40年と年月が経ち、樹木も大き

く成長してきています。根上がりや越境、落葉など

さまざまな課題も存在するわけでありますけれども、

定期的な管理や必要性について検討すべきではない

か伺います。 

○市長（田畑誠一君） 街路樹についてであります

が、市街地の幹線道路30路線に約1,200本の高木が

あります。管理につきましては、道路街路樹管理業

務委託の造園業者と市の直営作業班で年次ごとに剪

定、害虫駆除、除草などを行っております。また、

街路樹の根等による歩道の傷みにつきましては、そ

の都度、維持修繕で対応をしているところでありま

す。ついせんだって市役所前の街路樹の選定と歩道

の傷みの補修を実施したところです。 

 市街地の街路樹は先ほどお述べになられましたと

おり昭和50年代までに植樹され、樹齢30年以上が経

っていることから、今後はやはり、木の種類、樹齢、

植樹場所などを含めて管理の方法も研究すべきだと

考えております。 

○10番（濵田 尚君） 市道に1,200本ということ

でありますけれども、まず、国道、串木野の大原の

南北に街路樹があるわけですけれども、今、大分切

り落とされて、その街路樹が余りにもちょっと大き

くなり過ぎて、景観としてもどんなだろうかなと思

うところでもあります。年２回国交省は手入れをさ

れておるわけでありますけれども、中心市街地のと

ころの街路樹を今後国はどのように考えているのか、

そこはお伺いしてよろしいですか。 

○土木課長（平石英明君） 国道３号の樹木管理に

つきましては、国土交通省鹿児島国道事務所の所管

に問い合わせましたところ、年１回の選定等を実施

し、樹木の種類によっては３年に１回実施している

ところであるとお聞きしております。今後もこの管

理で続けていきたいということでございました。 

○10番（濵田 尚君） 年１回、まちの顔となるべ

き国道３号線がたった１回の管理でいいのかと私は

思います。やはりまちの顔となるべきところは整然

ときれいにするのが一番でございます。 

 例えば、私が住んでいるところの３号線のバイパ

スにしても、機能はしていませんけれども、中央分

離帯があります。ソテツ、１回も手入れはされてお

らずにそのままの状態でございます。そのままの状

態をずっと見るのはこっちもつらくて、何か切って

あげようかなとボランティアをしたい気持ちもある

けれども、余りにも繁茂し過ぎてどうしようもない

状態です。 

 地域の人たちからは、あの中央分離帯はなくても

いいんだけどというような声があるのも事実です。

本当、ああいう状態で続けるのであれば、何か地域

として、もうあれだけになれば管理は難しいわけで

あります。本当に中央分離帯が必要なんだろうかと

いうような地域の声もありますので、考えていただ

けたらなと思っております。 

 その管理が１回なんですけれども、あそこをその

植樹も低木にしながら、一番景観を損なっているの

は電柱です。私は、電線の地中化をしていただきた

いと思います。この辺では薩摩川内市がされました。

そして今、御陵下の区間を無電柱化にしております。

そして、熊本に行きますと昨年度で水俣市が完了し

ました。その前、山鹿も完了しました。 

 電線の地中化でまち並みは一変します。それにた

だ整然と地中化するばかりではなくて、やっぱりそ

の地区地区で特色あるまち並みをつくっていかなけ

ればならないと思いますので、そういった街路樹の

研究もしながら、地方創生と言われるんであれば、
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そういったこともどんどん声を上げていって、まず

まちの顔は国道３号線なんですよと、それでそこが

本当にきれいなまち並みを創出すれば住む人も、今

後住みたいという人もたくさん出てくると思います

ので、電線の地中化というのも研究というか検討し

て実現できるようにしていただければと思います。 

 答弁をお願いします。 

○市長（田畑誠一君） この電柱の地中化、無電柱

化ですね、これは国土交通省が示したガイドライン

によってそれぞれの町が実施をしていると思います

が、確かに今おっしゃいますように美しいまち並み

の形成という点では非常に魅力的だと思います。た

だ、かなり多額の事業費を要すると思いますので、

本市としましては現在のところでは計画はまだない

状況でありますが、やっぱり将来のまち並みの形成

の課題だと思っております。 

○10番（濵田 尚君） ぜひ、声を上げていただき

たいと思います。声を上げなければ実現は難しいと

思いますので、強い要望をしていただければと思っ

ております。 

 さて、県道、市道になりますけれども、市道にも

1,200本の高木があるといったことで、今後検討し

ていくと、30年を超えたものもあるということで、

確かに大原から新生町に行く道沿いもかなり繁茂し

ている状況であります。それを一遍に切るというこ

とではなくて、やはり更新するなり、何か低木にと

いうようなことを言われましたけれども、ぜひ計画

的にしていっていただければと思っております。 

 そして、先ほど必要性という言葉を出しましたけ

れども、先ほどの国道の中央分離帯のところもです

が、もう枯れていて、本当にここに街路樹が必要な

んだろうかといったところも見受けられます。スポ

ーツ公園に上がるところであったり、もう我が近所

のところの３号線から３号線バイパスの間とかとい

うのはもうほとんど街路樹が育たずにそのような状

況でございますので、そういったところも地域の人

の御意見を伺いながら、果たしてその街路樹が必要

なのか、それとももう、高齢化社会の中でシニアカ

ーというんですか、電動カーで移動される方もいら

っしゃいますよね。そうしたら割と歩道も広くとっ

ておかなければならないといった事情もありますの

で。そういったところも、１回ちゃんと検討するべ

きでありますし、地域の人とまた御意見を交わして

いただければと思っております。 

 必要だったから植えたんですけれども、そういっ

た危惧がされるような箇所を認識されていますか、

お伺いいたします。土木課長のほうがよろしいです

か。 

○土木課長（平石英明君） 今おっしゃいましたよ

うに、市街地に植えてある街路樹と市街地でない山

間部等にも街路樹を植えてございます。そういった

バランスを見て、自然の中の木のあり方というか、

街路樹のあり方をもう一回検討してそこら辺は、自

然にあったのがいいのか、それとも自然の木のほう

がいいのか、そこら辺をもう一回検討してまいりた

いと思います。 

○10番（濵田 尚君） ぜひ検討していただきたい

と思います。街路樹は歩道に立っておりまして、歩

道がやはり狭くなる、そしてその落葉によって滑る

といったようなことも考えられますので、その辺を

本当もう目を凝らして、本当に必要かどうかといっ

たことを研究していただきたいと思っております。 

 そして、この街路樹の中に、私がちょっとひやっ

とすることもあるのはワシントニアパームです。本

当に南国情緒漂うすばらしい高い木であります。市

来支所の周辺に85本、体育センター周辺に12本、こ

の市役所周辺に18本、そして羽島のコミュニティに

８本ぐらいありますかね。 

 これは街路樹とはまた違いますけど、後ろと関連

しますが、宮崎の青島に行くところは、このワシン

トニアパームというんですけれども、その中でもオ

キナヤシモドキらしいですが、これが植栽されてい

るわけですけれども、事故が発生するらしいです。

それを受けて検討をしようといったところで国交省

で動いているらしいです。 

 そして、私は宮崎だけなのかなと思っていたら、

産業道路でも、ヤシに落下防止ベルトがしてあるん

ですね。年に１回落ちるんですけれども、落ちて車

への被害とか、まあ人への被害というのはないわけ

ですけれども。ここの市来支所の周辺のところでも
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やっぱりえびす市場の人がよく行き交うところ、そ

して道路にすぐ近いところなんかは、そういう落下

防止ベルトというんですか、そういうのも検討もし

ていいかなと思っております。道路以外の落ちても

支障のないところはどこもつけてはいませんけれど

も、やはり植えたときはそんなに高くなかったけど、

年々年々高くなってきて、20メートルのやつが30メ

ートルになれば管理費が相当上がってくるわけです。

宮崎のほうも今後その管理にどうしたものだろうか

といったようなこともあります。それを切って今ま

で培った30年間のものにかわる何かをといっても、

なかなか難しいわけでありますけれども。やはり十

分注意をしながら落下防止ベルトの導入の検討なん

かも考えていったらいいのかなと思いますけど、御

答弁をお願いいたします。 

○副市長（石田信一君） 街路樹関係につきまして

は、先ほど市長が答弁しましたけれども、かなりの

年数が経過して、特に今お説のワシントニアパーム

につきましては高木という形で危険度を増しておる

という状況でございますが、その中でお説にありま

した落下防止のベルト、こういったものもある意味

では有効じゃなかろうかと思っております。そうい

った中で、かねてから点検をしながら、今後また研

究させていただきたいと思っております。 

○10番（濵田 尚君） 十分点検をしていただけれ

ばと思います。 

 そして次の項目に移ります。 

 関連ですけど、その公共施設や学校などの樹木の

管理は十分かということでありますけれども、学校

でもたくさんの樹木がありまして、なかなか切れな

い、何か記念樹で植えたんだというようなことで、

それがはっきりしておけばいいんですけれども、わ

からんままに放置せざるを得ないといったことも聞

いております。 

 実際、学校関係でこの樹木が落ちたりしたら本当

に大変なことになります。昨年度ですか、広島県の

三島市でも公共施設のポプラが根本から折れて女性

２人が死傷したり、川崎市でもケヤキの枝が落下し

て園児が重傷を負っております。そういった形で、

樹木の高齢化といいますか、本当にもう限界にきて

いるところもありますので、十分気をつけていただ

きたいと思っております。 

 学校に関して、そういった手に負えないような木

の存在というのはお伺いはされておりませんか、お

伺いいたします。 

○市長（田畑誠一君） 公共施設の樹木の管理につ

きまして、今、学校での例をお出しになっておられ

ますが、この管理につきましては直営や指定管理者

でそれぞれ管理をしておるわけでありますが、危険

性のある高木等については枝落としなどの剪定作業

を毎年定期的に行っております。 

 今、言われましたとおり、各小中学校の樹木の管

理については、学校からの要望に応じて対応してい

るんですが、中には今言われたように学校のシンボ

ル的な樹木とか、それから記念樹であったりして地

域住民や卒業生の方々の強い思い入れがあることか

ら、なかなか簡単に切れない状況もあると学校から

聞いております。しかしながら、子供たちの学校生

活上危険な状態である場合は、ＰＴＡや関係者の了

解のもとに伐採等を行っておるところです。 

 今後も倒木のおそれや他施設等への危害を及ぼす

おそれのある樹木については、これはやはり関係者

と協議して対応してまいりたいと思っております。 

○10番（濵田 尚君） できるだけ早い対処をして

いただきたいと思います。我々ＰＴＡでもできる限

りのことはするんですけれども、本当に手に負えな

いような樹木もたくさんあって、これが落ちてしま

えば、けがをするぞというようなところもあります。

そういったところは、どんどん市のほうでも、切る

ところは切って。まずは安全に作業するというのが

一番でございますので、ＰＴＡの人たちが奉仕作業

でけがをするようなことがあってはなりませんから、

学校からも遠慮せず、どしどし出していただければ

と思っております。 

 そして、公園に関してですけれども、例えば公園

の植栽も古くなってきまして、照島東公園ですか、

あそこも大分高く木が繁茂いたしております。周辺

の方も落ち葉で本当に大変だというようなこともお

伺いをいたしております。確かに緑は心を潤す大事

な部分でございます。しかしながら、住民の皆さん
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に迷惑をかけてまでもというのはどうかなといった

ところであります。そして、大原の公園にいたしま

しても、大分もうアコウが大きくなって側溝の中に

入り込んで、もう側溝が機能していない状況でござ

います。 

 照島東公園や大原の公園に関してはどのようにお

考えでしょうか。 

○土木課長（平石英明君） 公園の維持管理につき

ましては、平成19年度から指定管理者制度を導入い

たしまして管理に努めているところでございます。

毎月の定期点検業務の中に、高木も含めて枝の剪定

ですね、折れた枝、枯れた枝等の剪定、それから樹

木の健康状態等も管理をしているところであります。 

 今、おっしゃいましたように、木が大きくなって

きたと。それで市民の皆さんからも剪定等をしてほ

しいという要望等もございましたときは、指定管理

者とともに現場を確認いたしまして、対応している

ところでございます。現在のところ、大がかりな伐

採等は考えていないところでございます。 

○10番（濵田 尚君） とにかく、こういうような

状況でございますので、何かしら今後、計画的に整

備をしていただきたいと思います。 

 市長も、この緑に関しては強い思いを持っておら

れると思います。であれば、本市でも緑の基本計画

といったものを策定しながら、公園であったり街路

樹であったり、緑を使う部分の計画的な整備といい

ますか、そういった整備方針というのをつくるべき

だと思います。全国的にも、緑の基本計画を策定さ

れているところはたくさんございまして、たくさん

といいますか鹿児島県には五つぐらいだと聞いてい

ますけれども。 

 やはり残さないといけない木もあるんですよね。

例えば、羽島に行けば萬造寺さんのところのアコウ

なんかも本当に美しいですよね。で、民間の木であ

っても保存樹としてみんなで大事にしましょうとい

った、そういったところの取り組みをしているとこ

ろもございます。しかしながら、どうも生活に支障

があるようなところは切るなり、措置するなりして

いるところもございます。 

 この緑の基本計画にのっとっていけば整備もしや

すいですし、きれいな町並みも計画的につくれると

思いますので、市長、何か策定しても私はいいかな

と思いますが、市長の御意見をお伺いいたします。 

○市長（田畑誠一君） 街路樹を例に挙げられまし

て、木の効用、緑の効用ということを先ほどお述べ

になられました。緑は言うまでもなく申されました

ような効用があり、人々に優しさと潤いを与える。

そしてまた、我々人間社会の中で空気の醸成といい

ますか、清浄といいますか、そういう住みやすい環

境を与えてくれているわけです。 

 よく言われますけど、ヨーロッパの町々というの

は非常にきれいですよね。きれいの大きな一つに挙

げられるのは、私もあちこち行っておりますが、緑

に囲まれてまちがあるんですよね。木がいっぱいで、

緑があるんですが、中に入ったら博物館があるんで

すよね。えっというような。緑に囲まれて、緑を中

心にしてまちを形成しているところに奥ゆかしさで

すか、人々の心をいやす、住みやすいまちを醸し出

してくれると思っております。だから、ことほどさ

ように、我々は切ってまちをつくろうというのをし

がちですけれども、ヨーロッパの先進諸国のああい

う未来を見据えた広い思いというのは、我々も見習

うべきだと思っております。 

 ただ、そういった意味で、先ほど述べられており

ますように、余り大きくなり過ぎて倒木のおそれが

あるとか、道路をでこぼこにするとか、それはまた

考えなきゃいけませんが。そういったことで、例え

ば鹿児島市あたりでも余り大きくなり過ぎて、植え

かえている中途からも今、聞いておりますけれども。 

 いずれにしても、緑が織りなす効能というのは、

人間社会に非常にいい影響を与えてくれます。そう

いった意味で、今、緑の基本条例ということもお話

しなさいましたが、そういったこと等も踏まえなが

ら、学んでいきたいというふうに思っております。 

○10番（濵田 尚君） ぜひ緑の基本計画の策定の

ことも視野に入れながら、安心・安全のまちづくり

に寄与していただきたいと思います。 

 最後になりますけれども、訪れたまちの印象とい

うのは、先ほどのヨーロッパの事例もありますが、

やはりその緑をきれいにできるシステムができてい
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ると思いますので、やはりそのシステムというのは

その基本計画にのっとってと思っております。 

 きれいなまちで、住んでみたいと言われるような

まちにしていっていただきたいと思います。そうい

ったことを強く要請して、全ての質問を終わります。 

○議長（下迫田良信君） 次に、東育代議員の発言

を許します。 

   ［９番東 育代君登壇］ 

○９番（東 育代君） 皆様こんにちは。私は、さ

きに通告しました２件のことについて質問をし、市

長のお考えをお聞きいたします。 

 今、市内16地区においては、地区まちづくり協議

会が設置され、取り組みの早い地区においては地区

まちづくり計画に基づく事業が始まっているところ

もあります。共生・協働のまちづくりの説明資料に

よりますと、いちき串木野市は市民と行政のパート

ナーシップによる共生・協働のまちづくりを基本方

針に掲げ、まちづくりの進め方を行政主導から市民

と行政の適切な役割分担へ転換し、市民が主役のま

ちづくりを進めていますとあります。 

 その中で、共生・協働のまちづくりとは、地区内

の自治公民館や婦人会、婦人部、高齢者クラブ、子

ども会、消防団などの各種団体、企業なども構成員

となり、地区のまちづくりの中心的な役割を担いま

すとあります。自治公民館や婦人会、婦人部、各種

団体などがそれぞれの独自の活動をしながらまちづ

くり協議会で力を合わせて地域づくりに取り組みま

す。さらに、地区の重要な問題等を話し合う地区を

代表する機関として位置づけていきますと、設置目

的が明記してあります。それぞれに地域の特性を活

かした共生・協働のまちづくりの取り組みが進めら

れているものと思われます。 

 行政は、まちづくり協議会を中心とした地区活動

の活性化と効率的運営を図るため人的、財政的な支

援をしていきますと、行政の役割を明記されており

ます。協議会設置補助、運営補助、非常勤職員設置

補助をはじめ、まちづくり計画策定補助や見直し補

助、ソフト事業、ハード事業などと多くの補助金制

度を設けて財政的な支援が行われております。 

 そこで、まず初めに、共生・協働のまちづくり推

進事業についてお伺いいたします。 

 まちづくりを推進するに当たって、さまざまな補

助金や交付金等の支援金制度があります。その中で

平成26年度から、新規事業でありますが、地域の敬

老祝金交付金について伺います。 

 平成26年度から、75歳以上の全ての高齢者に対し

て500円の敬老祝金としての交付がありますが、こ

の交付金が支給されるに至った経緯と、制度の趣旨

をお示しいただきたいと思います。 

 以上で壇上からの質問を終わります。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 東育代議員の御質問にお答

えをいたします。 

 地域の敬老祝金交付金事業は、地区や自治公民館

単位で開催される各種敬老行事などに補助すること

により、高齢者を敬う気持ちや地域で見守る意識の

醸成、及び敬老行事等の活性化を目的として今年度

から交付をいたしております。具体的には、地域で

の敬老行事などにおける経費の一助としていただく

ことを原則としております。 

 なお、補助金の算出につきましては、当初予算作

成時の住民基本台帳上の75歳以上の人数としており、

事業実施時の人数とは差異があっても補填するもの

ではありません。あくまでも敬老行事等の事業に対

する補助としておるところであります。 

○９番（東 育代君） ただいま御答弁いただきま

した。敬老行事等の活性化、経費の一部、一助とす

ることということで答弁いただいたんですが、この

交付金制度は今後も継続されていかれるものなのか

伺います。 

○市長（田畑誠一君） 今朝ほどの御質問の中にも

ありましたけど、戦後70年、豊かな社会を築いてい

ただきました。今の高齢者の皆さんのおかげだと思

います。したがいまして、祝金のこの事業でありま

すが、平成26年始めたばかりでもありますけれども、

何よりも先ほど申し上げましたとおり、こういうい

い社会をつくってくださった高齢者を敬う気持ち、

そしてまた、地域で見守るを意識の醸成、あわせて

また、この敬老行事等を通して地域の活性化が図ら

れたらという思いでありますので、今後も当分、継
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続してまいりたいと思いますが、この継続に当たっ

ては何といいましても市まち連の皆さんや自治公民

館長さん、あるいは婦人会、婦人部の皆さん方の御

意見を賜りながら趣旨を十分説明して、これからも

進めていきたいというふうに思っております。 

○９番（東 育代君） 趣旨の説明をいただきまし

て理解しているところでございますが、地域におい

ては一人ひとりに500円の現金支給をされていると

ころもあります。未加入者の分は自治公民館の雑収

入で処理されているやに聞いております。私は、地

区や自治公民館の活性化に対する交付金とあれば、

自治公民館の敬老祝いに関する事業等の運営に使わ

れることは当然だと思っております。しかし、公民

館加入者のみ現金が支給されるとなれば、未加入者

の方から見たときに不公平感は生じないのでしょう

か。なぜならば、未加入者の分も含む75歳以上の全

ての高齢者が対象で、今回の敬老祝金については交

付金としての支給がなされれているのですから物議

を醸してもおかしくはないのではないかと思われま

す。 

 自治公民館への加入、未加入の区別がわからない

ので、あくまでも算出基準としては75歳以上の全て

の高齢者に敬老祝金としての交付金の支給をしてお

ります、使い方については自由ですよと説明を受け

ました。地区や自治公民館の活性化に役立ててほし

いとの説明ですが、支払い方法について、現金の支

給はまちづくりの活性化につながるとお考えでしょ

うか。いかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 地域での敬老行事等に敬老

者を敬うという思いで、その経費の一部に充ててい

ただきたいというのが、あくまでも原則であります。

個人へ交付するものではなく、地区や自治公民館で

の活動の支援を目的としているわけであります。た

だ、今年度は初年度で初めてということもあり、敬

老行事や食事会をするところ、あるいは弁当を配付

するところ、商品券やお祝い金を配付するところと、

それぞれあったようであります。今後は、本来の趣

旨であります地域での高齢者を敬い、お祝いする活

動などの経費に充てていただけるように説明をして

まいりたいと思います。 

 なお、算出の人数には自治公民館未加入者の方も

もちろん入っておるわけでありますから、自治公民

館におかれましても、このような行事等をまた公民

館加入の機会の一つとしてでも捉えていただいたら

ありがたいなと願っているところであります。 

○９番（東 育代君） 私は、やはり新しい制度の

導入で特にお金が絡んでくるときはもう少し親切丁

寧に制度の説明をすべきであったと思ってお聞きし

たところでございます。行政の新しい制度について

の説明があるとき、聞いていても受け取り方はいろ

いろあるんだなと改めて思いました。大切な血税に

もかかわらず、使い方自由ではいかがなものでしょ

うか。まちづくり協議会、自治公民館等の活性化が

目的であれば、ほかに方法はなかったのでしょうか。

地域の元気高齢者支援活性化を願ってと市の配慮、

財政支援であったとするならば、高齢化率を勘案し

た公民館運営補助金の見直しでもよかったのではな

いかなと思わずにはいられませんでした。 

 地域の敬老祝金交付金については、もう少し市民

にわかりやすいように、また、混乱の生じないよう

な説明の必要かあったのではないかと思っておりま

す。今後、そのような新しい制度のときにはもう少

し市民が納得できるような制度の説明を願っている

ところでございます。 

 次の行政嘱託員制度についてお伺いいたします。 

 住民のまちづくりへの積極的な参加と住民満足度

を高めるため、行政が持っている財源のうちに、市

民に身近な業務やまちづくり協議会で行ったほうが

効率的な業務を地域で行うことにより財源を移譲し、

まちづくり協議会への財源確保を図るとともに、ま

ちづくり協議会活動の活性化を促進するとする趣旨

の説明がありました。今回の見直しは、行政嘱託員

業務のうちに広報紙などの配布業務については地域

でできる業務、メニューとしてまちづくり協議会へ

移譲するもののようです。 

 業務委託料については、委託料の範囲内でまちづ

くり協議会、自治公民館、班長さんや配布する人の

手当に活用する、そのほか業務に当たっての条件、

配布の仕方、保険についてはそれぞれに対応してい

ただくというものですが、市内16地区のうち８地区
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だけが受諾されたとお聞きしております。半数の地

区では今年度は受託されなかったようです。 

 そこで伺いますが、超少子高齢化社会の中でそれ

ぞれの地区で抱える問題は多岐にわたっております。

今回の行政嘱託員業務の見直しについて、受託され

た地区、受託されなかった地区の割合が半々となっ

ています。このような現象について市としてどのよ

うに認識なさっておられるのかお伺いいたします。 

○市長（田畑誠一君） 行政嘱託員業務のうち、個

人を特定しない広報紙等の配布業務をまちづくり協

議会へ委託することについては、地域への権限・財

源移譲及び地域コミュニティの推進の観点からであ

ります。来年度からは広報紙配布を受託していただ

く地区は、生福、大原、本浦、旭、羽島、川南、湊

町、川上の８地区であります。来年度受託しない地

区は、今年度配布体制が整わなかったことなどもあ

り、今後、説明などを行いながら28年度以降受託し

ていただけるようにお願いをしてまいりたいと考え

ております。 

 なお、個人宛て文書は、従来どおり行政嘱託員を

募集しましたが、応募がなかった地区につきまして

は当面郵送することとしております。 

○９番（東 育代君） 御答弁はいただいたんです

が、受託された地区、受託されなかった地区の割合

が半々となっています。このような現象について市

としてはどのようにお考えでしょうかということで

質問をいたしました。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） この受託

に当たっては地区に説明をしてまいりました。その

中でやはり先ほど市長が答弁いたしましたように、

まだ配布体制といいますか、それがなかなか十分整

い切れないと、その段階でですね、という御意見も

ありまして、今、委託したところは８地区になった

わけです。 

 地域でもう少し論議したいというところもありま

した。来年度以降、つまり28年度については配布で

きるかもしれないが、しばらくちょっと地域で十分

検討させてくれという御意見もありました。そうい

う意味で、少し検討時間といいますか、そういう部

分もちょっと時間的にももう少し余裕がほしいとい

う意見もあったのかなというふうに捉えているとこ

ろであります。もう少し説明する期間といいますか、

その辺を十分とってほしいと、そういうふうに捉え

ているところであります。 

○９番（東 育代君） やはり半分ぐらいのところ

が受託したと、半々ということについてはきちんと

説明という部分で少し説明不足があったのかな、説

明責任があるのかなというふうに考えているところ

でございます。広報紙など配布業務については、地

域でできる業務メニューとありますが、地域では高

齢化が進み班長さんもようやく引き受けてもらえる

ような自治公民館もあります。 

 昨日から南日本新聞で「ほころぶ絆」というシリ

ーズが載っております。地域コミュニティの今とい

うことで記事がありますが、消滅集落、限界集落と

いうので紹介があります。 

 業務に当たっての条件、未加入者を含む全戸配布、

配布の仕方なども行政嘱託員さんと同じような条件

を言われると、高齢の班長さんでは厳しい、できな

いという声があるのも事実です。受託したものの、

配布業務については行政のマニュアルどおりにはい

かないようです。結果、行政嘱託員さんがいるので、

行政嘱託員さんにお願いをせざるを得ないのが実情

のようです。 

 業務の見直しを行ったにもかかわらず行政嘱託員

さんにお願いせざるを得ないような現象が生じてい

ることについて、どのように認識されていらっしゃ

るのでしょうか、市としてのお考えをお聞きします。 

○市長（田畑誠一君） 地区で行政嘱託職員へ再委

託をする地区もあるようですけれども、広報紙の配

布方法については地区それぞれで協議をしてくださ

いという手法で一任をしております。例えば、自治

公民館の班組織での配布や、自治公民館の主事さん

など特定の方に配布していただくなど、その地域に

合った方法で配布していただくこととしております。

まちづくり協議会内で十分議論をしていただくこと

が大切だと考えております。 

○９番（東 育代君） 地域に一任している、地域

に合った方法でということで、まちづくり協議さん

のほうに説明があったというのはお聞きしておりま
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す。ただ、まちづくり協議会を介して広報紙等配布

業務を行う行政嘱託員さんと、まちづくり協議会が

介入しない行政嘱託員さんとでは、同じ業務を担う

にもかかわらず委託料に差が生じてきますが、この

ようなことについてどのような認識でしょうか。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） 冒頭、市

長が申しましたように、この地域への受託というの

は、まず基本的には地域への財源移譲という大きな

項目があります。ですので、これは個人に全てをや

ってしまったら地域の財源移譲にはならないという

考え方ですね。ですので、まず地域が受ける。です

ので、地域への財源移譲の手法の一つですよという、

これが大前提があります。配る手法は、それぞれの

地域の実情に応じていろいろあると思いますが、地

域の皆さんが少しずつ力を出し合う、つまり班長な

り特定の人なりでもそうなんですが、出し合うこと

で地域のコミュニティももちろんつながりをよくし

てもらいたいというのもありますけれども、そうい

う地域への財源移譲ということを考えたときに、少

しずつ周りの地域の方々が力を出し合うことで、結

果、個人から全部行政嘱託員さんにお願いする、

100％お金を全部渡すという考え方ではなくて、あ

くまでも地域としてこの財源をどう活かすかという

観点でお願いしているつもりでありますので、そう

いうところをまた今後十分趣旨を説明していきたい

というふうに考えております。 

○９番（東 育代君） 地域の財源移譲という、大

前提ということで説明を受けておりますが、繰り返

しになりますけれども、高齢の班長さんを抱えるよ

うな自治公民館では本当にできない、厳しいという

声があるのも事実なんですね。受託したものの、配

布業務については行政のマニュアルどおりにいかな

いというのが現実のようでございます。結果、もう

頼めないのであれば、地域の中に行政嘱託員さんと

いうのがいらっしゃるので、その方にまたお願いを

すると。だから、先ほども言いましたけれども、ま

ちづくり協議会を介して広報紙等の配布業務を担う

行政嘱託員さんと、まちづくり協議会が介入しない

行政嘱託員さんとでは同じような業務を担うにもか

かわらず委託料に差が生じてくるんですね。このよ

うな現象が出てきているわけなんです。 

 制度を見直しする際の説明不足から今回のような、

受託したものの行政嘱託員さんにお願いしなければ

ならないような変則的な現象が出てきたものと思わ

れます。市民の理解が得られるように努めていただ

きたいと思っておりますが、再度お聞きします。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） 地域にお

いて、おっしゃるとおり、班長さんが高齢化して班

機能といいますか、それがうまく回らないというこ

とも、実際説明する中ではお聞きしております。地

域で実際、高齢者を特に見守る方々、そういう方々

の活用もありますよねと。例で言えば主事さんたち

もそうなんですけれども、民生委員さんもそうです

し、実際、民生委員さんでなさっていらっしゃる方

もいらっしゃいます。この前も言いましたが、とも

しびさんとか、そういう地域を見守る方、そういう

方々が広報紙を配りながら、声かけをしながら見守

るという方法も一つの手法じゃないかと。 

 ですので、班組織がうまくいくところはそれはそ

れでよし、そういってなかなかうまくいかないとこ

ろはそういう地域を回る方々が声かけともどもしな

がら配布していただくということも地域で考えられ

ませんかということは、これまでも言ってきており

ますが、今後もそういう班組織に捉われず、何か地

域で見守る体制も含めながら、こういう広報、そし

て地域にも財源が幾らか残る手法、そういうことを

地域でまたよく考えていただけれるように今後も説

明してまいりたいというふうに思います。 

○９番（東 育代君） 本当に制度が移行するとき

にはなかなか理解というのが難しいようでございま

す。先ほどから繰り返しになりますけれども、本当

に財源移譲という大前提であっても地域の事情によ

っては、また行政嘱託員さんにもお願いせんとなら

んような地域があるということも事実ですので、こ

のように変則的な現象が出てきているというのが現

状です。市民の理解が得られるように努めていただ

きたいと思っております。 

 さて、行政嘱託員業務のうちにまちづくり協議会

に移譲しない業務というのがありますが、この行政

嘱託員制度は今後どのようになっていくのでしょう
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か。制度について市の考えをお聞きしたいと思いま

す。 

○市長（田畑誠一君） 行政嘱託員制度についてで

ありますが、今後、地区の受託状況や行政嘱託員の

応募状況などを勘案しながら、存続するのか、廃止

すべきか判断をしてまいりたいと考えております。 

○議長（下迫田良信君） 質問の途中ですが、ここ

でしばらく休憩をいたします。 

             休憩 午後３時07分 

             ───────── 

             再開 午後３時23分 

○議長（下迫田良信君） 休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

○９番（東 育代君） 行政嘱託員制度、行政嘱託

員業務のうち、まちづくり協議会へ移譲をしなかっ

た業務についての、今後どうなるんでしょうかとい

うことで御答弁いただいたんですが、今後、このこ

とについては検討するということですか。今後判断

するという答弁なんですが、基本的な市の考え方と

いうのはどのようなことでしょうか。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） まちづく

り協議会に移譲しない業務について、これは先ほど

市長も答弁いたしましたけれども、基本的にはやは

り行政嘱託員はまず募集はいたしますので、一応受

託しなかったところも行政嘱託員を募集して、そし

て個人情報にかかわる配布物をお願いすると。これ

がまず基本的にあります。どうしても応募がなかっ

た場合、これはもうやむを得ませんので、これにつ

いては郵送せざるを得ないという、そういう基本的

な考えはあります。その路線で、今後もそういう考

え方で対応していきたいというふうに考えていると

ころであります。 

○９番（東 育代君） ということは、基本的には

行政嘱託員さんというような募集をして、今後も続

けていくということで理解してよろしいんですよね。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） 行政嘱託

員の今後のあり方については、先ほど市長が答弁い

たしました。今後、地区の受託状況や行政嘱託員の

応募状況等を勘案しながら判断していくということ

なんですが、ですので、まだ全部が全部受託してお

りませんので、当然その間は受託した部分も含めて

行政嘱託員は公募するということには変わらないと

いうことであります。 

○９番（東 育代君） 行政嘱託員、この制度自体

がなかなか難しい、理解していただくまでに時間が

かかったというような制度でありましたけれども、

今後は基本的には分けた形で、行政嘱託員業務のう

ち、まちづくりへ移譲しなかった業務については今

後も一応公募してその制度は続けていくというふう

にお聞きいたしました。 

 仕事の量が減ったことで委託料も減少していると

は思いますけれども、半面このくらいならできると

いう地域の雇用にもつながっているのではないかと

いうような話も耳にしているところでございますの

で、御紹介をしたいと思います。 

 次に、地区担当職員配置制度についてお伺いいた

します。 

 地区担当職員の職務としては、まちづくり協議会

の設立から、まちづくり計画の策定まで、おおよそ

その任務であるのでしょうか。市内16地区に各地区

三、四名の課長補佐級から係長級職員を中心に３年

任期で配置するという当初説明を受けました。私は、

地域まちづくりサポーターとして行政からの人的支

援が今後も必要ではないかと思っているところです

が、この地区担当職員配置制度について今後どのよ

うになっていくのでしょうか。 

 市としてのお考えをお聞きします。 

○市長（田畑誠一君） 結論から申し上げますと、

東育代議員がおっしゃるとおり続けるべきだと思い

ます。そこで、ちょっと説明申し上げますけれども、

地区担当職員は共生・協働のまちづくりを進めるた

め、まちづくり協議会の設立及び運営、まちづくり

計画策定のための情報提供、助言、その他の支援に

関することなどを主な目的として任命をいたしてお

ります。まだ、共生・協働のまちづくりを進めてい

る途中であり、地区まちづくり計画に基づく事業実

施など、これからがまちづくりの本格的な実施段階

であると考えておりますので、事業実施のための情

報提供や助言など、地区担当職員や担当課による支

援が大事だと思いますので、お述べになられました
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とおり当面続けていきたいというふうに考えていま

す。 

○９番（東 育代君） ただいま御答弁いただきま

した。 

 地域と行政のパートナーシップが共生・協働のま

ちづくりには欠かせないと思っております。今後も

この地区担当職員制度による人的な必要というのは

大変大切なことであると私も思っているところです。 

 次に、地区まちづくり協議会非常勤職員設置補助

金について伺います。 

 地区まちづくり協議会の組織運営や地区まちづく

り計画の策定など、事務補助を行う非常勤嘱託員を

設置する経費の支援として、限度額１地区60万円で

業務の繁忙な３年間を予定、その後は、まちづくり

協議会が必要であれば非常勤職員の経費は捻出する

ことになるのではないかと当初説明を受けました。

地区まちづくり協議会を核としてまちづくりを進め

ていく以上、事務局職員の設置は必要であると思っ

ておりますが、この非常勤職員設置補助金について

今後どのようになるのかお伺いいたします。 

○市長（田畑誠一君） まちづくり協議会の事務補

助を行う嘱託員の補助については、交流センターに

管理人が常駐していない地区に年60万円を限度とし

て補助をしております。この事務補助を行う嘱託員

については、交流センターに管理人が常駐している

地区と、そうでない地区で差異があり、それを調整

していくため３年間を限度と目標としておりました

が、現在、関係地区と調整中であります。基本的に

は、まちづくり協議会の事務局職員は必要であると

考えておりますが、今後どのようなあり方がよいの

か、地区と協議をしながら検討していきたいと考え

ています。 

○９番（東 育代君） 今御答弁いただいたんです

が、今後、地区と協議していくということでありま

すけれども、ちょっとよくわからないんですが、こ

の補助金については考えているということですよね。

そう理解してよろしいんでしょうか。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） ただいま

市長が御答弁いたしましたように、管理人がいると

ころ、いないところ、現在そういう現実があります。

これを調整するために３年間という限度を最初は設

けましたが、まだ調整がついておりませんので、調

整がつくまでは現状は60万円を続けます。その調整

がついた後も、なくなるという意味じゃなくて、今

後どういうあり方が一番いいのかということを検討

するという意味でありますので、調節がつくまでは

今の60万円というのをやりながらも、調整がついた

後もどういうやり方がいいかというのは、今後そう

いう意味で検討いたしますという意味でありまして、

なくすという意味ではなくて、そのあり方について

はまた検討していきますよということであります。 

○９番（東 育代君） 調整というのは、常駐して

いないセンターと常駐しているセンターと差がある

のでということで、この60万円という金額が確保さ

れるのか、されないのかというのも含めて検討にな

るというふうに理解すればよろしいんでしょうか。

それとも、その60万円という金額はもう担保される

というふうに理解してよろしいのでしょうか。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） 先ほど言

いましたが、まだ未調整でありますので、調整する

期間はしばらくこの60万円というのは続けますが、

調整した後もその60万円という額がこれでいいのか

悪いのか、そういう意味での検討をしていくとあり

ますので、例えばもう少し上げたほうがいいんじゃ

ないのかとか、もう少しできるんじゃないかとか、

どういう事務職員のやり方がいいのかという、そう

いうのを検討していきますという意味でありますの

で、要はお金の60万円というのは担保という、こう

いうものではなくて、60万円というのは固定したほ

うがいいのか、いろいろと考え方を検討しましょう

ねという意味であります。 

○９番（東 育代君） わかったようなわからない

ような感じなんですけれども、この60万円という金

額も含めた中で検討するというのは理解しました。 

 交流センターの機能や運営はそれぞれの地区によ

って異なっておりますし、いずれにしましてもまち

づくり協議会で非常勤職員を雇用するような余裕の

ある地区というのはほとんどないと思っております。

まちづくりを進める上での財政支援は必要であると

思っておりますので、この60万円が多いか少ないか
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というよりも60万円という基本、この金額はできる

限り担保していただきたいなという願いを込めて再

度お聞きいたします。 

○副市長（石田信一君） 市長が答弁、あるいは課

長のところで補足しましたけれども、この60万円を

担保するかということでございますが、これはあく

までも調整中と申し上げました。ということは、そ

の段階においては議員のお説のとおり担保する形に

なるかと思います。ただし、それについては、今後

それぞれ、まちづくり協議会の嘱託員というのは非

常に事務補助をするという意味では必要でございま

すので、そのあり方を地域と協議しながらいくとい

うことで、それについては先ほど申し上げました金

額も含めて今後調整していくというふうに御理解い

ただきたいと思います。 

○９番（東 育代君） 今後ますますまちづくり協

議会を核としての事務作業というのは課題が出てく

ると思いますし、また、このまちづくり協議会の事

務補助というのが支えになっていくと思いますので、

できる限り非常勤職員のこの補助金というのはでき

る範囲内で検討していただきたいなと強く要望した

いと思います。 

 次の質問に移ります。 

 交流センターの設置状況についてお伺いいたしま

す。 

 市内16地区にまちづくり協議会がありますが、地

区交流センターの機能や運営についてはそれぞれ違

うとは思っておりますがけれども、交流センターの

設置状況についての現状をお聞きいたします。 

○市長（田畑誠一君） まちづくり協議会の拠点と

しての交流センターにつきましては、他の公共施設

を利用していただくなど、いろいろ工夫をしていた

だきまして、16地区のうち15地区で設置している状

況であります。 

 なお、未設置の野平地区については、場所の選定

について地区と協議した上で、土地所有者と話をし

ている状況にあります。今後とも、地区の皆さん方

の御意見などをお聞きし、議会にお諮りしながら進

めてまいりたいと考えております。 

○９番（東 育代君） 今、答弁をいただきました、

16地区の中で15地区には形はさまざまであるけれど

も交流センターというのはあるということでござい

ます。 

 現在、交流センターがないところは野平地区のま

ちづくり協議会ということで答弁がありましたが、

この野平地区のまちづくり協議会で交流センター建

設に向けて準備がなされているようにお聞きしてお

ります。市の財政支援が前提であると思っておりま

すが、災害時にも対応できるような交流センターの

建設であろうと思いますけれども、立地条件等は市

として提示をなさるものなのか、まちづくり協議会

に全てお任せなのか、お伺いいたします。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） 交流セン

ターの位置づけということでしょうが、交流センタ

ーはまちづくり協議会の拠点としての位置づけをし

ておりますが、災害等の緊急時の拠点であるべきで

はないかという御質問かと思います。やはり災害の

種類によってそこが対応できるか、できないかとい

うのもありますので、やはり災害の種類によっては

交流センターが避難施設といいますか、そういう施

設に使えない場合もあり得ますので、災害の種類に

よって対応が変わるのかなと思います。そのために、

施設の整備につきましては、それぞれの実情に応じ

て、必要性、地域との費用負担、行政がやるべきと

ころ、その辺とか近隣施設に同様な施設があればそ

れを活用できないかとか、そういうことを総合的に

勘案しながら進めてまいりたいというふうに考えて

いるところであります。 

○９番（東 育代君） 地域住民の意向が大事であ

ります。ただ、なぜこういう質問をしたかと申しま

すと、直近に建設された本浦交流センターは津波等

による対応ができないということですね。せっかく

新設される野平地区の交流センターの建設に当たっ

ては、災害時の避難場所としての機能を備えた施設

であることを願っております。あわせて地域の長年

の悲願であります地区交流センターが一日も早く形

になることを願っているところです。なかなか野元

地区と平江地区という二つの地区が、二つであるか

ら余計難しいとも聞いておりますし、場所の選定も

二転三転しているというのも小耳に挟んでおります
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ので、できるだけ行政のほうも一緒になって取り組

んでいただきたいなという思いがあって質問をさせ

ていただきました。 

 もう少し続けます。地区によって交流センターの

機能や施設の立地条件、整備状況も違うことは重々

承知しておりますが、交流センターでテレビ、ラジ

オ、電話、インターネット、ＡＥＤ等の設置状況は

どうなっているか現状をお聞きします。 

○市長（田畑誠一君） 拠点としての交流センター

を充実させるために必要なテレビ、電話、インター

ネットなど整備の状況についてお尋ねであります。 

 交流センターは各地区の共生・協働のまちづくり

の拠点でありますが、電話やインターネットの回線

のないセンターも現在のところあります。大変御不

自由をおかけしておりますが、これらの整備につき

ましては、必要性、費用負担、または近隣施設にあ

る設備等の共同利用ができないかとかいったことな

ども検討しながら進めてまいりたいと考えておりま

す。 

○９番（東 育代君） 地区交流センターというの

はまちづくりの拠点、核となる役割を担う拠点施設

とありますが、現状では災害や急を要するときに機

能を発揮するセンターではないところが多いことか

ら、平常時のまちづくりのための拠点施設と理解す

ればよろしいのでしょうか。交流センターの位置づ

けについて、機能や今後の施設整備について市の考

え方を再度お聞きします。 

○市長（田畑誠一君） 交流センターにつきまして

は、これは地域の皆さん方のそれぞれの活動の拠点

として、また、きずなの拠点として非常に大事であ

ります。あわせてまた、先ほどからお述べになって

おります災害関係も含めた施設であってほしい。そ

のためには、やはり何といいましてもテレビ、電話、

インターネット、ＡＥＤとか近代の具備すべき整備

をするべきであります。そういった中で今、交流セ

ンターによっては大変御不自由をおかけしていると

ころもあります。その辺をよくしん酌しながら、で

きるだけ整備に努めてまいりたいと考えております。 

○９番（東 育代君） 整備を進めていきますとい

うことでした。交流センターの役割について、まち

づくりの拠点としての位置づけとして何が必要か、

どこまで整備が可能なのか、再度検討していただき

たいと思っております。 

 共生・協働のまちづくりの説明資料によりますと、

冒頭も申し上げましたが、自治公民館や婦人会、婦

人部、各種団体などがそれぞれ独自の活動をしなが

ら、まちづくり協議会で力を合わせて地域づくりに

取り組みます。さらに、地区の重要問題を話し合う

地区を代表する機関として位置づけていきますと設

置目的が記してあります。国政では、安倍政権のも

と、女性の社会進出、女性の雇用、管理職の登用率

を30％に、クオーター制の導入で女性の政治参加な

どと女性の活躍に期待の声があります。 

 本市におきましても、男女共同参画社会の実現を

目指してさまざまな取り組みがなされているところ

です。しかし、まちづくり協議会が設置されたこと

により住民の混乱や摩擦が生じている地区もありま

す。市内にある一部の団体では組織としての活動が

制限され、追い詰められている状況にあります。存

続の危機さえ危惧されている現状もあります。まち

づくりには女性の力が欠かせませんと言われる一方

で、お茶や接待が女性の仕事であるような認識をお

持ちの方もおられます。時代の流れに逆行して、女

性参加型の社会を目指してのまちづくりが至極当然

と進められている地区がいまだに見受けられること

について、とても残念な思いがしてなりません。 

 共生・協働のまちづくりを進めるに当たっては、

当初の設置目的を再度見つめ直していただきたいと

願っておりますが、市長の見解を伺うものです。 

○市長（田畑誠一君） 去る１月30日、市まち連の

皆様、市婦連の皆様、婦人部の皆さん合同の研修が

開催をされました。その中で、ある地区のまちづく

り協議会長さんから何事も女性の力なくしてまちづ

くりはできないとの発言がございました。私も全く

同感であります。 

 まちづくり協議会や自治公民館など地域づくりの

場では女性の力が欠かせないと考えており、性別に

かかわらず皆さんが力を合わせてよりよいまちづく

りが進んでいくことを期待をしているところであり

ます。地区の役員さんや運営方法などについては、
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地区の皆さんの自主的な話し合いで決定されるもの

でありますので、男女共同参画の視点も含め、地区

内で十分協議していただきたいと考えております。 

 なお、いい例として、ついせんだって、去る２月

17日ですか、男女共同参画に関しましての会では、

市まち連の皆さんで市婦連の皆さんにも呼びかけて

一緒に研修に取り組まれたところであります。 

○９番（東 育代君） 最後に、市長のお考えをお

聞きいたしました。 

 次の質問に移ります。 

 海浜児童センター周辺整備についてでございます。

児童館については、児童福祉法第40条で、児童厚生

施設の一つ、児童遊園、児童館と、児童に健全な遊

びを与えてその健康を増進し、また情操を豊かにす

ることを目的とする施設とする。設備として集会所、

遊戯室、図書室のほか映写を設けることになってい

ると記してあります。 

 既存の海浜児童センターはその機能を十分に備え

た施設として当時建設がなされました。利用者が減

少傾向にあるのは、子供を取り巻く社会環境の変化

に対して既存の施設の整備がおくれてきているもの

と思っております。 

 そこで、海浜児童センターの利用状況についてお

聞きします。会議室、図書室、広場、遊具などそれ

ぞれの利用状況についてお示しいただきたいと思い

ます。 

 あわせて利用者のお声が届いていたら、お聞きし

ます。 

○市長（田畑誠一君） 海浜児童センターの利用状

況であります。 

 海浜児童センターの平成25年度の利用者数は、広

場、遊具等の利用が延べ１万747人、図書室利用が

延べ2,897人、和室利用が延べ174人となっています。

また、会議室は現在、こどもルームとして開放し、

自由に使えるようにしております。 

 海浜児童センターの利用者の声としましては、毎

年アンケート調査を実施しておりますが、長崎鼻公

園と一体的に利用できることから、ほとんどの方が

満足、やや満足と回答をいただいております。 

○９番（東 育代君） 前回の一般質問で、このこ

とを取り上げました。海浜児童センターの利用者は

減少しているが、長崎鼻公園や海水プールと一体化

したこどもの森として整備できないかとお聞きいた

しました。 

 答弁として、一帯をこどもの森として位置づけ、

老朽化している児童館も含めて、青少年を健全に育

成する修練の場、憩いの場として整備すべきと思っ

ている。海浜児童センターの活用についてはこども

の森を検討と答弁がありました。 

 そこで、どのような検討がなされたのかお聞きい

たします。 

○市長（田畑誠一君） 前回、平成25年の３月、海

浜児童センターは老朽化している状況から一つの考

え方として、建物をなくして長崎鼻公園と一体的な

こどもの森として整備すべきではないかとお答えを

いたしました。これは一つの考え方を示しましたが、

本市では現在、全ての公共施設の維持管理等に関す

る基本方針、及び施設の更新や統廃合、長寿命化、

廃止などについて計画し、実施するための公共施設

適正化事業に取り組んでおります。平成28年度にお

いて海浜児童センターを含む個々の施設の方向性を

決定することとしております。 

○９番（東 育代君） 新年度の予算で、施政方針

の中でお聞きしたところでは、公共施設の更新、統

廃合、長命化などを計画的に実施するための調査が

始まるということでお聞きしているところですが、

私は前回の質問以降、どのような検討をされたんで

しょうかとちょっとお聞きしたんですけれども、い

かがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 平成26年12月までの利用状

況ですが、広場、遊具等の利用が延べ9,103人、図

書室利用が延べ2,175人、和室利用者が延べ61人で

あります。前年度同期と比較をしますと、広場、遊

具等の利用が延べ747人増、図書室利用者が延べ84

人減、和室利用者が延べ79人減となっております。 

 以上が前回お尋ねになってから以降の最近の利用

状況であります。 

○福祉課長（東 浩二君） 先ほど市長の答弁にも

ございましたけれども、前回の一般質問の中で、長

崎鼻公園と一体的なこどもの森としての整備をとい
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うことが、一つの考え方ということで答弁がござい

ました。 

 そして、その後の取り組みというのが、先ほど市

長からもございました公共施設適正化事業、この中

での位置づけをしていこうということで、現在のと

ころその方向性については、まだ決定をいたしてい

るわけではございません。この施設のあり方につい

て28年度においてどのような方向でするのかと、長

寿命化をするのかあるいは廃止をするのか、そうい

ったことも含めて検討していくということになって

まいります。 

 以上です。 

○９番（東 育代君） 本当に、前回質問してから

あの周辺一帯の雰囲気が変わったというふうに私も

思っております。適正化事業ということで、そこの

計画を待つということになるんですが、どのような

検討がされたのかという質問をしたところでしたけ

れども、ちょっとかみ合わなかったので次に行きま

す。 

 前回も提案したんですけれども、会議室が子供た

ちが喜ぶような部屋にならないかとかいろいろな提

案したところでしたが、会議室が子供たちが喜ぶよ

うな部屋となっておりましたし、児童館らしい雰囲

気が出ていることに少し安堵をしているところです。

施設の整備についても、現状の中で精いっぱい努力

されていらっしゃるというふうに感じてはいるとこ

ろです。 

 最近の利用状況についてもお示しをいただきまし

た。前回お聞きしたときからすると、かなりの利用

があったというふうにお聞きしているところです。 

 ちょっとまた別な観点から質問しますけれども、

インターネットで海浜児童センターというのを検索

しますと、本市が紹介されます。よそ地にないすば

らしい児童センターと期待して足を運ばれる方もい

らっしゃるようです。 

 そこで、既存の施設が本来の目的である児童セン

ター機能を発揮できるよう積極的な取り組みも必要

ではないかと思っております。例えば、健康増進セ

ンターや市図書館、あるいは読み聞かせグループの

方々と連携をとったりすることも考えられます。待

つだけでなく情報を発信することも利用者増につな

がると思われます。そこで、既存の海浜児童センタ

ーについてこのままでよいのかなどと新たな課題も

見えてくるのではないかと思うんですが、いかがで

しょうか。 

○市長（田畑誠一君） 海浜児童センターは、冒頭

に東育代議員のほうがお述べになりましたとおり、

法規定の児童館であります。児童に健全な遊びを与

えて、その健康を増進し、または情操を豊かにする

ことを目的とする施設であることから、運営する以

上は利用者にとって利用しやすい、また、利用した

くなる施設であるべきだと考えております。したが

いまして、市内で御活躍しておられるボランティア

団体の方などの協力もいただきながら、利用促進に

努めてまいりたいと考えております。 

○９番（東 育代君） 先ほども述べたんですが児

童福祉法第40条で児童館とはというふうに述べまし

た。建設当時は賑わっていたようです。利用者が減

少傾向にあるのは子供を取り巻く社会環境の変化に

対して、既存の施設は36年前当時のままですので、

施設の環境整備のおくれが一因となっているのでは

ないかと思われます。施設整備についてはもう少し

市もかかわっていくべきではないかとも思っており

ます。 

 例えば、一番気になるところが管理室の東側に窓

がないことです。図書室への出入りが全く見えませ

ん。このことについては、いかがお考えでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 全てにおいて、35年ですか、

経過をしておりまして非常に老朽化しておるんであ

りますが、今、御指摘がありました管理人室の窓で

ありますけれども、この設置につきましては建物の

構造調査をした上で検討してまいりたいと思います。 

○９番（東 育代君） 管理人室からは図書室への

出入りは確認ができない状況です。不審者の侵入が

危惧されることから、前回の一般質問を行ったころ

は図書室には鍵がかけられておりました。利用者の

申し入れがあったときだけあけるような状況でした

けれども、今は自由に入れるようでございます。し

かし、図書室への人の出入りが確認できないことは

従来と変わりません。何か起きてからでは遅いので、
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早急に対処すべきではないでしょうか。 

 管理人室の東側に窓がつくれないのであれば、図

書室のドアの開閉を知らせるブザーを取りつけるの

も一つでしょう。防犯カメラを設置することも考え

られますが、いかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 図書室は児童が自由に使え

ることが重要であります。また、施設の管理上、防

犯の面で目の届くことも大事であります。したがい

まして、防犯対策としてどのような方法が最も適し

ているのか検討してまいります。 

○９番（東 育代君） 本当に、管理人室から見え

ませんので、防犯対策というのをきちんと検討して

いただきたいと願っております。 

 先ほど、公共施設の更新・統廃合ということで述

べられました。開会日に施政方針が示されました。

その中で公共施設の更新・統廃合、長寿命化などを

計画的に実施するため、施設の老朽化や利用状況、

人口の見込みや財政状況などを分析し、全ての施設

に関する公共施設等総合管理計画の策定を進めてま

いりますと述べられました。 

 そこで、老朽化している海浜児童センターついて

お聞きします。 

 前回の一般質問の答弁の中で、35年が経過してい

るので、子供の遊び場としての機能を残しながら検

討すべき時期にきていると思うと述べられました。

そこで、建屋について、トイレについて、現状をど

のように認識されていらっしゃるのか今一度お聞き

いたします。 

○市長（田畑誠一君） 海浜児童センターは昭和53

年に建設しております。したがって36年経過してい

るわけでありますが、トイレを含め、施設全体の老

朽化が進んでおりますので、先ほど申し上げました

とおり、公共施設適正化事業において海浜児童セン

ターのあり方について総合的に検討してまいりたい

と考えております。 

○９番（東 育代君） 総合的に検討ということで

御答弁をいただきました。 

 公共施設の更新・統廃合、長寿命化などを計画的

に実施するための調査が始まって、施設ごとに検討

が進められることでしょう。昭和53年に建設された

海浜児童センターも今年で37年目を迎えることから、

今後の市の方針が気になるところでありますが、改

修するにしても壊すにしても多額の経費が必要とな

ります。いずれにしましても、方針が決定いたしま

してもすぐに閉館とはならないと思っております。 

 市内には子供たちが自由に遊べる児童館はありま

せん。私はせっかくある貴重な施設です。使える間

は児童センター機能を十分発揮して利用者が満足し

てもらえるような施設であってほしいと願って質問

を重ねております。 

 36年経過となるとそれなりに老朽化していくこと

は承知しております。公共施設だからこそ、多くの

人が利用する施設だからこそ、憩いの場所、いやし

の空間であるべきではないでしょうか。気持ちよく

集える場所であることが理想です。 

 今年度も児童センターへの管理委託料として年間

226万3,000円の計上がありますが、管理人の人件費

と児童館運営の必要経費のようです。市の厳しい財

政状況は重々承知しておりますが、トイレや建屋に

ついても、未来を担う子供たちのために今、置かれ

ている状況の中で少し手を入れるだけで状態がよく

なると思われます。子供たちに、親子連れに、喜ん

で来てもらえるような施設であってほしいと願って

おりますが、いかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど申し上げましたとお

り、36年経過をして大変老朽化をしておるわけであ

りますが、したがいまして、28年度、公共施設適正

化事業において、この海浜児童センターの総合的な

あり方というのを検討してまいりますけれども、施

設の老朽化が進んでおりますから、今後、施設管理

上、修繕などが必要な状況がありましたら対応して

まいりたいというふうに考えております。 

○９番（東 育代君） 今年度から進められている

総合計画の中で進めていくということですので、で

きる範囲内で結構ですから少し手を入れていただけ

ると本当に使い勝手がよくなるのではないかという

ことを願いながら質問を重ねさせていただいており

ます。 

 本当に現状の中で努力をなさっているとは思って

おります。指定管理に出しているとはいえ、大切な
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市の財産ですし、現状がどうなっているのか、遊具

の状態は、部屋の中は、また、使用していない焼却

炉はこのままでよいのかなどと周辺整備も含め、も

う少し気にかけてほしいです。 

 前回の一般質問のときも申し上げましたが、東シ

ナ海を一望できる長崎鼻公園、海水プールと、自然

環境に恵まれた最高の場所です。子供たちが楽しめ

る場所には保護者もついてきます。じいちゃん、ば

あちゃんもついてきます。子供一人に大人数人はつ

いてくるのです。宿泊施設もありますし、交流人口

の拡大にもつながると思っております。暖かくなる

と老いも若きも自然を求めて戸外に出ます。長崎鼻

公園を含む周辺を子供たちの元気な声が森に響き渡

るようなこどもの森となることを願って、海浜児童

センターについて最後に市長の見解をお聞きして、

一般質問の全てを終わります。 

○市長（田畑誠一君） 海浜児童センターは子供た

ちの憩いの場として、また、学びの場として、そし

てまた、家族を含めた地域の皆さん方の楽しい憩い

の場として、そういったことを目的としてそのこと

によって子供たちが成長することを願ってできた児

童館だと思っております。 

 ただ、老朽化して三十五、六年経過をしておりま

すので、先ほどから申し上げておりますように、28

年度、公共施設適正化事業においてこの児童館のあ

り方をどうすればいいのか、存続させるのか、廃止

させるのか、あるいは一体的な形で考えるのか、長

崎鼻とですね、それに取り組むのか、そういったこ

と等を総合的に判断して検討してまいりますが、そ

れまでに、今お述べになったように施設面でちょっ

とした不具合な点があったり、それを直したらいい

がなというような状況等があったら、検討してまい

りたいというふうに考えております。 

 そして、いずれにしても楽しい、伸びゆく子供た

ちの躍動の場として、いよいよ夏になりますが、あ

の一帯が賑わうことを期待をしておるところであり

ます。 

○９番（東 育代君） ありがとうございました。

終わります。 

○議長（下迫田良信君） 以上で、本日の日程は終

了しました。 

────────────── 

   △散  会 

○議長（下迫田良信君） 本日は、これで散会しま

す。 

         散会 午後４時07分 

 

 

 


